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仕様書・設計図



建　築　改　修　工　事　特　記　仕　様　書

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

1節 一般事項

1.1.1 適用範囲 １．この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。

1）工事請負契約書

2）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

3） 〃 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

4） 〃 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

5） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

6） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

7） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

8） 〃 建築物解体工事共通仕様書

9）関係法令及び諸工事基準

２．特記事項の適用優先順位　１． ・ （又は○）　　２．※　　　　

　　ただし 　・　（又は○）と 　※　　 のある場合は共に適用する。

３．設計図書に関する疑義は原則として、入札執行前に質問書の提出によって確かめるものとする。

1.1.3 官公署その他への * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。

届出手続等

１

1.1.7 別契約の関連工事 工　　事　　区　　分 工　　事　　区　　分

項　　　　　　　　目
建築 電気 管 空調

汚水

処理

　備　　　考 項　　　　　　　　目
建築 電気 管 空調

汚水

処理

　　　備　　　考

章 設備スリーブ箱入 ※ 水槽・その他マンホール

同上用構造体補強 ※ 厨房機器接続

　〃　　　　防水処理 ※ 化粧棚及び鏡

天井・壁埋込器具切込補強 ※ 天井下地共 実験台設備接続

設備機器基礎・防水処理 ※ 防水処理又は配管 ワイランド用受台

設備機器用アンカーボルト ※ 機器類に伴うもの 防煙シャッター、同用煙感知器、

（外部）空気取入・換気ガラリ 防火戸自閉装置及び

（内部）空気取入・換気ガラリ 各間の配線

換気扇取付枠 同上盤までの電源送り

建物内外配線配管ピット蓋 排煙口開放装置

一
建物内排水溝 排煙口手動開放装置

たて樋接続用横引管 消火栓組込発信器類及び取付

発電機用 冷却用給水排水 減圧水槽以降 不燃性ガス消火設備への電源送り

〃 燃料用油配管 燃料小出槽以降 同上制御盤及び制御配線

〃 通気管 電動黒板・電動バリマスク

般 〃 オイルタンク への電源送り

動力制御盤及び配線 ※ 受水槽・高架水槽基礎

自動制御盤及び配線 　〃　　・　　〃　　　架台

自動制御盤への電源送り ※ 天井・壁改め口

ファンコイルへの電源送り 床・改め口

共 液面電極体リレー及び配線 汚水桝 汚水処理槽流入側

床排水金物 槽入口汚水桝を除く

流し台排水金物 雑排水桝

　　〃　　　設備接続 雨水桝

通

1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書について監督職員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定

による。

事
2節 工事関係図書

1.2.1 実施工程表 * 概成工期   ・ 有（　　　年　　　月　　　日）　　　　　　※ 無

1.2.2 施工計画書 * つり足場を使用するすべての工事において、つり足場の組立・解体作業中の墜落・転落による労働災害防止の H22.7.23付22建企

　方法等の記入及び愛知労働局労働基準部安全課長事務連絡（平成22年7月6日）の注意事項をふまえた 第332号建設企画

項
  施工計画書を作成し、監督職員に提出する。 課長通知

1.2.4 工事の記録 １．本工事は電子納品の対象工事とする。

２．対象となる成果品の作成については、「愛知県電子納品運用ガイドライン（案）」及び「愛知県デジタル写真管理

　　情報基準（案）」に基づくものとする。（http://www.pref.aichi.jp/kensetsu-kikaku/を参照。）

３．成果品の提出部数については、電子媒体（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ）２部とする。

４．受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。また、検査時（中間検査、完了検

　　査）に写真情報の閲覧機器を準備するものとする。

５．その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、発注者、受注者協議の上、決定する。 　件　　名

 　工事写真 * 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。 　名　　称

6
00

程
度

　１）着手前　　工事の着手に先だち、敷地、隣地及び周辺道路、建築物、工作物等の現況を撮影する。 　位　　置

2）工事中　　①右図に示す黒板に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、 　工　　程

　　　　　　　　　　　特に施工後隠ぺい又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。 　備　　考

　　　　　　　　　②監督職員の指示により、適宜提出する。

　3）完成時　　外部（カラー　　　　　箇所）　　　　内部（カラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箇所）撮影年月日

　　 ※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。

3節 工事現場管理 　450程度

1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、

　「監理技術者制度運用マニュアル」（平成16年3月1日付け国総建第318号国土交通省総合政策局

　建設業課長通知）によるものとする。

1.3.3 電気保安技術者 * ・ 適用する ・ 適用しない

1.3.5 施工条件 * 1） 施工時間　　　　時間制限　　※ 有　　・ 無　　　　 2）　部位別の施工順序　　　　・　有　　　　　※ 無

3） 工事車両の駐車場所　　場所制限　　　※ 有　（駐車場所：　※ 敷地内　　・（　　　　　　　））　　　　　・ 無　

4） 資機材置場所　　　置場制限　　※ 有 （置場所： ※ 敷地内　　　・（　　　　　　　））　　　　　・ 無

5） その他　　 （　　　　　　）

No.1a

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

1.3.12 発生材の処理等 １．引き渡しを要するものは、監督職員の指定する場所に整理し、発生物件調書を作成し、施設管理者へ引き渡す。

２．引き渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い適正に処理する。

３．本工事で発生する産業廃棄物のうち愛知県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物については、愛知県産業

　　廃棄物税が課税されるので適正に取り扱うこと。

４．PCBを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のﾒｰｶｰ名・型番

　　製造年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。 愛知県建設副産物

５．次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。 ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ実

　　　昭和47年以前の建築物：ポリサルファイド（チオコール）系コーキング 施要綱、同関係様

　　　平成元年以前の製造機器：蛍光灯安定器、コンデンサ、リアクトル、コンデンサ用放電コイル、 式、CREDAS打出し

　　　変圧器（絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外） 様式、再資源化等

　　上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督職員と協議の上、確認すること。 報告書、は次の

愛知県建設企画課

* 建設副産物 １．発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び HPから入手するこ

　　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）その他関係法令の規定 とができます。

　　を遵守し「愛知県建設副産物リサイクルガイドライン実施要綱」（以下「リサイクルガイドライン」という。）に基づき、 要綱、様式

　　適正に処理する。  http://www.pref.

２．事前に「リサイクルガイドライン」に定める計画書（①～③）を監督職員に提出する。  aichi.jp/kensetsu-

① 「再生資源利用計画書（CREDAS打ち出し様式1）」  kikaku/recycle/

② 「再生資源利用促進計画書（CREDAS打ち出し様式2）」　　　　　　　③ 「建設廃棄物処理計画書  （様式７）」   recycle.html

３．工事完了時に「リサイクルガイドライン」に定める実施書（①、②）は、CREDAS入力システムにより入力した電子 CREDAS打出様式

　　データと打ち出し様式の2種類を、実績書（③）は様式を監督職員に提出する。  http://www.mlit.go.

１
① 「再生資源利用実施書（CREDAS打ち出し様式１）」  jp/sogoseisaku/

② 「再生資源利用促進実施書（CREDAS打ち出し様式2）」　　　　　③ 「建設廃棄物処理実績書（様式７）」  region/recycle/

４．建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第  fukusanbutsu/

　　１項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。  credas/index.htm

５．産業廃棄物管理表（以下「マニフェスト」という。）集計表を作成し、監督職員に提出する。また、マニフェスト伝票は 再資源化等報告書

章
　　整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。マニフェスト集計表は任意様式とし、交付した全てのマニ  http://www.pref.

　　フェストについて、交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳（ｔまたは?）、マニフェスト返却日（B2  aichi.jp/kensetsu

　　票、D票、E票）が記載され、受注者の社印を押したものとする。  -kikaku/gijyutsu/

* 撤去・更新時の * 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（平成27年4月1日施行）に基づいて行うこと。  kenchiku-tebiki23.

フロン等の取扱い  .pdf

* 分別収集 *　　※ する（「リサイクルガイドライン別表３」による） ・　しない

* 再資源化施設への * 工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。

搬出 　※ コンクリート塊　　　　　※ アスファルトコンクリート塊　　　　　※ 建設発生木材　　　　　・ （　　　　　　　　）

* 再利用を図るもの * ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

* せっこうﾎﾞｰﾄﾞ処理 * ひ素・カドミウム含有せっこうボードの処理 ・ 製造業者に回収を委託 ・ 管理型最終処分場で埋立処分

* 上記及び石綿含有せっこうボード以外の処理 ・再資源化 ・ 管理型最終処分場で埋立処分

一

4節 材　　　料

1.4.1 環境への配慮 * 「愛知県公共建築グリーン整備基準」(H19年版）　※ 適用する(評価シート作成　　・する　　・しない) 　・適用しない

* 「愛知県環境物品等調達方針」（http://www.pref.aichi.jp/0000009402.htmlを参照。）別記2(24)に掲げられた一般

　資材、建設機械等の選定に当たっては、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に

般
　留意しつつ、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。

 1.4.2 材料の品質等 １．本工事に使用する資材等は、品質が規格値を満足しかつ価格が適正である場合には、県内産の優先使用に

　　努めるものとする。　　

共

通

事

あいくる材認定資材

* 再生資源の利用の * 使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため、「愛知県あいくる材率先利用方針」を遵守し、あいくる 一覧、愛知県あいく

項

指定 　材として認定されている資材の利用に努める。 る材率先利用方針,

　1）愛知県あいくる材率先利用方針第3のAAｸﾞﾙｰﾌﾟ及びAｸﾞﾙｰﾌﾟの認定資材を優先的に使用する。 その他提出書類の

2）指定材一覧 様式等、は次の

　　 施　工　場　所 品　　　　目 　　　規　　　　格 　　　　　再生原料等の指定 愛知県建設企画課

・指定しない ・ HPから入手するこ

・指定しない ・ とができます。

3）あいくる材の指定があるものについて、それ以外のものを使用する場合は、監督職員の承諾を要する。 http://www.pref.

* 再生資源の利用の * 工事完了時にあいくる材の使用実績をリサイクルガイドライン様式8「あいくる材使用状況報告書」及び様式9「あ aichi.jp/ kensetsu-

報告 　いくる材使用実績集約表」を電子データで監督職員に提出する。 kikaku/recycle/

shizai.html

5節 施工調査 http://www.pref.

  1.5.2 施工数量調査 * 調査範囲 ※ 外壁 ・ 屋上防水 ・ 内装 ・ 塗装 ・  （　　　　　　　） aichi.jp/kensetsu-

* 調査方法 ※ 打診法 ・ 赤外線法 ・ 反射法 ・  （　　　　　　　） kikaku/recycle/

　1.5.3 調査のための破壊 recycle_yoshiki.html

部分の補修方法 * 補修方法 （　　　　　　　）

6節 施　　　工

1.6.2 技能士 * ※ 適用する ・　適用しない

No.1b

設計番号

訂正

作成日付 工事名称

０ ２１ ３ ７４ ５ ６ １０８ ９

建築改修工事特記仕様書（１）

図面名称図面番号

０１

特  記 縮尺図面種別

Ａ ＮＳ

M16028

4 改修範囲の各用途につき１室の２方向以上 複数

(但し数台可能(要協議))

なごやかハウス福原エレベーター改修工事 設計図

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

（最新年版）

※



章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

適用職種 標準仕様書　工事種別 標準仕様書　工事の細分 資格 （技能検定における選択作業） 備　　　　考

※ 鉄筋工事 加工及び組立て １級鉄筋技能士 適用工事は下記による

※ コンクリート工事 型枠 １級型枠施工技能士 ※延べ5,000㎡

※ 床コンクリートこて仕上げ １級左官技能士 　以上の工事

※ 防水工事 アスファルト防水 １級防水施工技能士 ・その他特に必要と

※ シート防水 　認められる工事

※ 塗膜防水

※ シーリング

*　その他必要と認められる技能検定の職種及び作業の種別（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1.6.5 施工の検査等 *　見本施工 ・ 行う ※ 行わない

1.6.9 化学物質の濃度測定 * 下記の室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監

　督職員に報告すること。

* 測定する室/測定箇所 （　      　　　　　　　/　　　　　）　　（　　　　　/　　　　　）　　（　　　　　　/　　　　　）

* 測 定 方 法 ※ パッシブ型採取法 ・ 文部科学省「学校環境衛生の基準」による ・（　　　　　　　）

* 対象物質 ※ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン ・（　　　　　　　）

* 着工前の測定 ※ 行わない ・行う（　　　　　　　）

7節 工事検査及び技術検査

1.7.2 技術検査 * 中間技術検査 ・行わない ・行う （実施回数：　　　　　　、実施時期： 　　　　　　　　　　）

１
8節 完成図等

1.8.1 完成時の提出図書 * 工事完了前に次の図書を作成し監督職員に提出する。

1) 完成原図（施工図を除く） １部 2） 完成図（施工図を除く）の２つ折り製本 １部

２部

章
4） 契約図の２つ折り製本 1部 5） 保全に関する資料 1部

6） 施設台帳の作成又は整備 (高等学校及び特別支援学校を除く) 7） その他必要書類 １部

8） 契約図・完成図（施工図を除く）のPDFファイル（公共建築課PDFファイル作成ガイドラインによる）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CD-RまたはDVD-R　　　2部

1.8.2 完成図 * 完成図の種類は下記とする。

　１．配置図　　２．平面図・求積図　　３．仕上表　　４．施工図　　５．その他監督職員の指示するもの

* 原図作成方法 ※CAD作成し紙出力 紙の種類 ※PPC用ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｻﾝﾄﾞ和紙 同等品 ・ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ

サイズ ※ 設計原図と同じ ・ （　　　　　　　　　）

ＣＡＤデータ ・  提出する（　・ 愛知県電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）に基づく　　・ 監督職員との協議による  )

・  提出しない

一
CAD図面の作成にあたっては国土交通省「建築CAD図面作成要領（案）」に基づいて作成する。

 その他

* 光熱水費 * 建物引き渡しまでの電気、水道、ガス等の料金（基本料金を含む）は、協議の上、各工事受注者が負担する。

* 現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。

* 火災保険等加入 * 改修工事の保険の種類は、建設工事保険、火災保険又は組み立て保険とする。（「愛知県建築工事に係る火災

般
方法等 保険等の加入方法」による）期間は、工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。（特に

定めのない限り、契約上の工事完成期日経過後１４日間とする。）保険金受取人（被保険者）は、受注者とする。

* 事故報告 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職員に速

　やかに提出すること。

* 工事中の安全管理 * 工事中の建築物その他工作物または施設については、東海地震注意情報が発表された場合、安全対策を講じ

共
　た上で、原則として工事を中止するものとする。

* 工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

２）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

３）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

通 ４）下請負者が愛知県の競争入札参加資格者である場合には、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく

　　指名停止期間中でないこと。

５）下請負者は、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に掲げる排除措置の措置

　　要件に該当しない者であること。

* 施工体制 * 施工体制については「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」によること。

事
* 施工体制台帳 * 建設業法第24条の７第１項の規定により作成した施工体制台帳（同項の規定により記載すべきものとされた事

　項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを監督職員に提出すること。

　（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条）

* 施工体系図 * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び

　公衆が見やすい場所（仮囲いなど）に掲示する。

項

* 工事費内訳明細書 * 契約約款第3条第1項の規定による「工事費内訳明細書」の作成及び提出 ※ 要しない ・ 要する

* 騒音・振動対策 * ｢建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達）」及び関連法規の規定を厳守し施工

　する。また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業（特定建設作業）及び下記に指定した建設機械に

　ついては、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（建設大臣告示）により指定された建設機械を使

　用する。

作業名： 建設機械名：

作業名： 建設機械名：

* 排出ガス対策型 * 排出ガス対策型建設機械の適用　 ※ 有り ・ なし

　建設機械 （対象機種：バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、

　　　　　　　　ローラー類、ホイルクレーン（いずれもディーゼルエンジン出力7.5～260KW））

（対象規制値：排出ガス対策型建設機械指定要領（国土交通省総合政策局）の別表１（１次基準値））

* 貨物自動車等の車種 * 工事場所が「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」の規制対象地域内においては、「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用

　規制非適合車の使用 　抑制等に関する要綱」（愛知県：http://www.pref.aichi.jp/kankyo/taiki-ka/car/yoko/faq/）に基づき、対象地域外

　抑制等に関する要綱 　からの流入車も含め、車種規制非適合車の使用抑制に努めるものとする。

* 特定特殊自動車の * 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊

　燃料 　自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう）を

　選択しなければならない。また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提

　示しなければならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を

　遵守させるものとする。

* 薬液注入工法 * 薬液注入工法により地盤の改良を行う場合は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」（建設

　省事務次官通達）による。

2節 足場その他 * 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（平成21年4月24日厚生労働省労働基

２  2.2.1 足場その他 準局長　基発第0424002号）に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感の

章 ある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は

変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は２の（３）

仮 手すり先行専用足場方式により行う。

設 * 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基づき、建

方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等の足場及び装備機材を設置する。

No.2a
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* 内部足場 ※ 脚立・足場板等 ・ 枠組足場またはくさび緊結式足場 ・ （　　　　　　　）

* 外部足場

※ 枠組足場またはくさび緊結式足場 ・単管本足場 ・仮設ゴンドラ ・移動式足場 ・（　　　　　　　）

設置するシート等 ・ 防護シート（JISA8952） ・ 防護ネット(JISA8960) ・ 防音シート ・（　　　　　　　）

* 材料、撤去材等の運搬方法 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 ・ Ｅ種 ・（　　　　　　　） [表2.2.2]

3節 養　　生

 2.3.1 既存部分の養生 * 部位及び家具等の名称

養　　 生　 　方　　 法

２
移動場所（保管場所）

 2.3.2 仮設間仕切り * 種別 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 [表2.3.1] 設置箇所 ※ 図示による

材種（Ａ種、Ｂ種の場合） ・合板（厚さ　※9㎜　・（　　　）㎜） ※せっこうボード（厚さ　※9.5㎜　　・（　　　）㎜）

章
仕上げ塗装等 ・ 有 ※ 無

*仮設扉 * 種別 ※ 木製　（合板張り） ・ （　　　　　　　） 設置箇所 ※ 図示による

4節 仮設物

 2.4.1 監督職員事務所、 * 監督職員事務所 ※ 設けない ・ 構内に設ける　（　　　　）㎡程度 ・ 既存建物内の一部

仮
受注者事務所等 * 標準備品 机、いす、書棚、行事予定表、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、懐中電灯、寒暖計、安全帯、

* 監督職員事務所 衣類ロッカー、受注者加入の電話子機、冷暖房機器、消火器、湯沸器、掃除具

　の備品 選択備品 ・ パソコン ・ プリンター ・ ＦＡＸ ・ 複写機

設
* 受注者事務所、 * 受注者事務所（設ける場合） ※ 構内（従業員宿舎除く） ・ 構外

材料置場その他 材料置場 ※ 構内 ・構外

仮設物の設置場所 その他仮設物 ※ 構内（従業員宿舎除く） ・構外 1,200以上

工
* 建設工事名称板及び * 建設工事名称板 ・ 設ける ※ 設けない ・他工事と共同設置

　建設現場標識の設置 * 建設現場標識 ※ 設ける ・設けない ・他工事と共同設置

工事名 ○○センター改修建築工事

事
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改 修 工 事 ○○センター改修電気工事

○○センター改修管工事

1
,
0
0
0
以
上

工 期 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 900以上 工　　期 平成○○年○○月○○日まで

発　注　 者 ○○○○○○○○

発 注 者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事監理者 ○○建築設計事務所

工 事 監 理 者 ○ ○ 設 計 事 務 所 〃 工事施工者 ○○建設株式会社

工 事 施 工 者 ○ ○ 建 設 株 ○○電気設備株式会社

○○機械設備株式会社

建　設　工　事　名　称　板　（例） 　建　設　現　場　標　識　（例）

1節 一般事項

* 保証期間 * 防水の保証期間は工事目的物引渡しからモルタル防水５年、その他防水１０年とする。

 3.1.3 施工一般 * 降雨等に対する養生方法 ※ 3.1.3(ｅ) による ・ （　　　　　　　）

1節～6節　防水工事 * 防水改修工法・種別

施工箇所
防水改修工法 新設防水層（表3.3.3～3.3.10、 既存下地補修箇所の形状、

（表3.1.1による種類） 表3.4.1～3.6.2による種別） 長さ、数量等（3.2.6（a））

* 既存防水層

３
立上り部等の既存防水層の撤去（P０S（機械）、P0SI（機械）、M4S、M4SI、S4S（機械）、S4SI（機械）工法） [表3.1.1]注1

※ルーフィング類製造所の仕様による ・（　　　　　　　　　　）

既存露出防水層表面仕上塗装の除去（M4AS、M4ASI、M4C、M4DI工法） ※ 除去する ・ 除去しない 3.2.6（c）（2）

章
既存塗膜防水層の表面仕上塗装の除去（L4X工法） ※ 除去する ・ 除去しない 3.2.6（c）（6）

* 既存保護層

既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修及び処置（P0S（機械）、P0SI（機械）工法） 3.2.6（d）（3）

※ 3.2.6（d）（3）（ⅶ）①～③による ・  （　　　　　　　）

*　その他既存部の措置

防
ルーフドレイン回りの処理　　　改修用ドレンの設置（P0AS、P0ASI、P0D、P0DI、P0S、P0SI、P0X工法） 3.2.5（c）

※設ける（主防水材製造所の仕様による） ・ 設けない

架台回り等の処置 ※ 図示による ・監督職員との協議による 3.2.6（f）

水
* 新設防水層材料の種類、厚さ、工程等　　（アスファルト防水　種別A-、AI-、B-、BI-、C-、D-、DI-、E-） 3.3.2

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ ※表3.3.3～表3.3.9による ・（　　　　　　　　　　　） 3.3.3

部分粘着層付改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ ※表3.3.3～表3.3.9による ・（　　　　　　　　　　　）

改
押え金物 材質 ※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ ・ （　　　　　　　　） 形状寸法 ※ L-30×15×2.0(㎜)程度 ・ （　　　　　　　　）

断熱材（種別AI-、BI-） ※ 3.3.2（h）による ・（　　　　　　） 厚さ（　　　　）

断熱材（種別DI-） ※ 3.3.2（ｉ）による ・（　　　　　　　） 厚さ（　　　　）

修
絶縁ｼｰﾄ 材料（種別A-、B-） ※ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt=0.15以上 ・ （　　　　　　　　）

材料（種別AI-、BI-） ※ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ等の平織りﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ（70g/㎡程度）

・ （　　　　　　　　）

工
仕上げ塗料の種類、使用量（種別C-、D-、DI-） 種類（　　　　　　　　　　　　　） 使用量（　　　　　kg/㎡） [表3.3.7～3.3.9]

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類のﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ回り及び立上り部周辺の断熱材張じまい位置 ・図示による ・ （　　　　　　　　） 3.3.4(2)

* 新設防水層材料の種類、厚さ、工程等　　（改質アスファルトシート防水　種別AS-、ASI-） 3.4.2

事
改質ｱｽﾌｧｽﾄｼｰﾄ ※表3.4.1～表3.4.3による ・ （　　　　　　　　）

粘着層付改質ｱｽﾌｧｽﾄｼｰﾄ ※表3.4.1～表3.4.3による ・ （　　　　　　　　）

部分粘着層付改質ｱｽﾌｧｽﾄｼｰﾄ ※表3.4.1～表3.4.3による ・ （　　　　　　　　）

断熱材（種別ASI-T1、ASI-J1） ※ 3.4.2（c）（2）による ・ （　　　　　　　　） 厚さ（　　　　）

防湿層の設置（ASI-) ・設ける（図示による） ・設けない [表3.4.3]

仕上げ塗料の種類、使用量（種別AS-、ASI-） 種類（　　　　　　　　　　　　　） 使用量（　　　　　kg/㎡）

* 新設防水層材料、工程等　（合成高分子系ルーフィングシート防水　種別S-、SI-）

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ 種類及び厚さ ※ 表3.5.1、表3.5.2及び表3.5.3による ・ （　　　　　　　　） 3.5.2

絶縁用ｼｰﾄ ※ 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ ・ （　　　　　　　　）

固定金具の材質及び寸法形状 ※ 3.5.2（c）（2）による ・材質（　　　　　　　　）、寸法形状（　　　　　　　）

断熱材（種別SI-M1、SI-M2（機械的固定工法）） ※ 3.5.2（c）（3）による ・ （　　　　　　　　） 厚さ（　　　　）

断熱材（種別SI-F1、SI-F2（接着工法）） ※ 3.5.2（c）（3）による ・ （　　　　　　　　） 厚さ（　　　　）
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S3S S-F2
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3） 完成図（施工図を除く）及び契約図のＡ3版２つ折り製本（合本作成）

なごやかハウス福原エレベーター改修工事 設計図
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立上り面ｼｰﾄ厚さ（種別S-M2、SI-M2（立上り接着工法）） ※ 1.5㎜ ・（　　　　　　　　　） 3.5.3

ﾓﾙﾀﾙ塗り厚さ（種別S-C1） ・（　　　　　　）㎜

目地処理（接着工法及び屋内保護密着工法） 3.5.4

PCｺﾝｸﾘｰﾄ部材下地及びALCﾊﾟﾈﾙ下地（種別S-C1）の場合 ・ 図示による ・ （　　　　　　　　）

PCｺﾝｸﾘｰﾄ部材の入隅部の増張り（S-F1、SI-F１の場合） ・ 行う（　　　　　　　　） ・ 行わない

３
ALCﾊﾟﾈﾙ下地及びPCｺﾝｸﾘｰﾄ部材の入隅部の増張り（S-C1の場合） ・ 行う（　　　　　　　　） ・ 行わない

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法（ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄの機械的固定）  （　　　　　　　　）

保護層（屋内保護密着工法）

章
　平場　　　モルタル床塗り工法 ※ 6.15.6（b）（2）及び（3）に準ずる ・ （　　　　　　　　）

　　〃　 　　下地モルタル塗り（タイル張り下地等） ※ 6.15.6（c）（1）に準ずる ・ （　　　　　　　　）

　　〃　 　　保護コンクリート厚さ （　　　　　　　　）

 立上り　　 保護モルタル塗厚　　 ※ 7㎜ ・ （　　　　　　　　）

* 新設防水層材料の種別、工程等　　（防水　種別 X-、Y-） 3.6.3

[表3.6.1～3.6.2]

* 脱気装置（種別Ｄ-、ＤI-、AS-、ASI-、S-、SI-、X-1）

防
脱気装置の種類、設置数量 ※主材製造所の指定による ・（　　　　　　　　　　　）

* 新設保護層 3.3.3、3.6.3

保護層の新設　（種別E-1、E-2及びY-2における工程4、5の適用） ・ 設ける（図示による） ・ 設けない [表3.1.1]注2

水
立上り部における保護ｺﾝｸﾘｰﾄの適用及び工法（種別A-、B-、AI-、BI-）　 ・ 設ける（図示による） ・ 設けない [表3.6.2]

[表3.3.3～3.3.6]

立上り部の保護 ・ 乾式保護材（　　　　　　　）を使用 ・ （　　　　　　　　） 3.3.2(m)（n)

改
・ 普通れんがを使用 ・ 化粧れんがを使用 ・ 使用しない 3.3.2（o)

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水の平場の保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ こて仕上げ ・ 80㎜以上 ・ （　　　　　　） 3.3.5

床ﾀｲﾙ張り等の仕上げ有 ・ 60㎜以上 ・ （　　　　　　）

修
* ｱｽﾌｧﾙﾄ防水屋上排水溝 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　）

1節、7節　シーリング工事 * シーリング改修工法・種類 ※ 種類は被着体に応じたものとし[表3.7.1]を標準とする

工
施　工　箇　所 ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工法　[表3.1.2] ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類

事

 3.7.3 目地寸法 * 施　工　箇　所 　ｺﾝｸﾘｰﾄ打継ぎ部 　ひび割れ誘発部 ｶﾞﾗｽ回り(5.13.3以外) 　左　記　以　外

目地幅　（㎜） ※ 20 ・ （　　　　） ※ 20 ・ （　　　　） ※ 5 ・ （　　　　） ※ 10 ・ （　　　　）

目地深さ　（㎜） ※ 10 ・ （　　　　） ※ 10 ・ （　　　　） ※ 5 ・ （　　　　） ※ 10 ・ （　　　　）

 3.7.7 ブリッジ工法 * ﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ張り ・ 行う ・ 行わない * ｴｯｼﾞﾝｸﾞ材張り ・ 行う ・ 行わない

 3.7.8 シーリング材の試験 * 接着性試験 ※ 簡易接着性試験 ・ （　　　　　　　　）

8節 と　　い

 3.8.2 材　　料 * 材種等 （　　　　　　　　　　　　　　　　　） [表3.8.1]

* 表面処理鋼板 耐酸被覆鋼板 ・ 使用する ・ 使用しない

 3.8.3 工　　法 * 既存とい、その他の撤去及び降雨等に対する養生方法 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

* 鋼管製といの防露巻き ※ 表3.8.5による ・ （　　　　　　　　）

* たてどい受金物の取付け （　　　　　　　　　　　　　）

* ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝの取付工法 ※ 3.8.3（ｈ）による ・ （　　　　　　　　　　　　　）

9節 アルミニウム製笠木

 3.9.2 材　　料 * 部材の種類 ・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 ・板材折り曲げ形（　・ｵｰﾌﾟﾝ形式　　・ｼｰﾙ形式）

板材折り曲げ形 本体幅 （　　　　　　　　） 板厚さ ※ 2.0㎜ ・ （　　　　　　　）

* 表面処理 ・ A-1種又はB-1種 ・ A-2種 ・ B-2種 ・C-1種 ・ C-2種 [表5.2.2]

・ D種（常温乾燥形　　　　　　　　）

 3.9.3 工　　法 * 既存笠木撤去及び新規笠木の下地補修の工法 （　　　　　　　　　　　　）

* 板材折曲げ形笠木の取付け方法 （　　　　　　　　　　　　）

* 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した固定金具

間隔 （　　　　　　　） 固定方式 （　　　　　　　） その他 （　　　　　　　）

1節 一般事項

 4.1.4 外壁改修工法の種類 外部仕上 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ モルタル塗り仕上げ タイル張り仕上げ

　部 位

４
ひび割れ部 ※樹脂注入工法 ※樹脂注入工法 ・樹脂注入工法

・ Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 ・ Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 ・Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法

・ シール工法 ・ シール工法

欠　損　部 ※充填工法 ・ 充填工法 ・タイル部分張替え工法

章
・ （　　　　　　　） ・ モルタル塗替え工法 ・タイル張替え工法

浮　き　部 ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

・ ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

 　注入工法 ・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

外
・ 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ ・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

　 樹脂注入工法 ・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ﾎﾟﾘﾏｰ

・ 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ 　ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法

　 樹脂注入工法 ・注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂

壁
･ 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ﾎﾟﾘﾏｰ 　注入ﾀｲﾙ固定工法

 　ｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法 ・タイル部分張替え工法

・ 充填工法 ・タイル張替え工法

・ モルタル塗替え工法

改
目　　　地 ・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮目地改修工法

* 塗り仕上げ外壁 ・薄付け仕上塗材塗り ・厚付け仕上塗材塗り ・複層仕上塗材塗り

・各種塗料塗り ・マスチック塗材塗り ・可とう形改修用仕上塗材塗り

修 2節 材料

 4.2.2 工法別使用材料 * 樹脂注入工法材料 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形

* Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 ｼｰﾘﾝｸﾞ材料 ※ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材（ ・ 1成分形　 ・ 2成分形） ・ （　　　　　　　）

* ｼｰﾙ工法材料 ・ パテ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ・ 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

工
* 充填工法材料 ・ ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

* ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ注入工法用材料

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ ※ 監督職員に実績等の資料を提出 ・ （　　　　　　　）

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ材質等 ※ｽﾃﾝﾚｽSUS304　呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工したもの ・ （　　　　　　　）

事
* 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ注入工法材料　　注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ材質等 ※SUS304　呼び径6㎜ ・（　　　　　　）

* モルタル塗替え工法用材料 既製目地材 ・適用する ・適用しない 形状 （　　　　　　　）

* タイル（部分）張替え工法用材料 接着剤の種類 ・ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ・ 外装壁ﾀｲﾙ接着剤

No.3a

平成27年7月1日改訂、平成28年7月1日改訂

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

タイルの形状、寸法、耐凍害性の有無、耐滑り性、標準色・特別色の別等 （　　　　　　　　　　　）

タイル役物 ・適用する ・適用しない

試験張り ※ しない ・ する 見本焼き ※ しない ・ する

* 塗り仕上げ工法 仕上塗材の種類、仕上げ形状、工法[表4.2.4]は下記による。

施工箇所 仕上塗材の種類（呼び名） 仕上げの形状 工　　法 [表4.2.4]

複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性 ※ 耐候形３種 ・耐候形（　　　　）種

複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類 ※ 水系ｱｸﾘﾙのつやあり ・ （　　　　　　　　　　　） [表4.2.5]

仕上塗材の防火材料の指定 ・有（建築基準法に基づき認定を受けたもの） ・無

外装厚塗材Si、Eの上塗り材 ・適用する ・適用しない

外装厚塗材Ｃの上塗材 セメントスタッコ以外の塗材の場合 （　　　　　　　）

3節 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放仕上外壁の改修

 4.3.4 樹脂注入工法 *種類 ※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法　（注入間隔　※200～300㎜　・（　　　　　　　）、樹脂注入量：　　　　　　）

・手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法　（注入口間隔：　　　　　　　　　、樹脂注入量：　　　　　　　　　）

・機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法　（注入口間隔：　　　　　　　　　、樹脂注入量：　　　　　　　　　）

* 種類 ひび割れ部の注入状況の確認 ・ 実施する（4.3.4（ｆ）による） ・ 実施しない

実施する場合→ コア抜き取り個数 ※ 1個/長さ500mごと及びその端数 ・ （　　　　　　　）

抜取り部分補修方法 （　　　　　　　　　　　）

 4.3.5 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 * シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルを充填 ・ 有 ・ 無

4節 ﾓﾙﾀﾙ塗仕上外壁の改修

5節 ﾀｲﾙ張り仕上外壁の改修

 4.4.5 樹脂注入工法 *種類 ※自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法　（注入間隔　※200～300㎜　・（　　　　　　　）、樹脂注入量：　　　　　　）

 4.5.5 ・手動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法　（注入口間隔：　　　　　　　　　、樹脂注入量：　　　　　　　　　）

・機械式ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法　（注入口間隔：　　　　　　　　　、樹脂注入量：　　　　　　　　　）

* 種類 ひび割れ部の注入状況の確認 ・実施する（4.3.4（ｆ）による） ・実施しない

４
実施する場合→ コア抜き取り個数 ※ 1個/長さ500mごと及びその端数 ・ （　　　　　　　）

抜取り部分補修方法  （　　　　　　　　　　　）

 4.4.6 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 * シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルを充填 ・有 ・無

 4.5.6

章
 4.4.9 ﾓﾙﾀﾙ塗替え工法 * 下地処理　　仕上げ厚又は全塗厚25㎜を超える場合の処置 （　　　　　　　）

 4.4.10 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 * 浮き部分に対するｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ※16本/㎡（一般部分）、25本/㎡（指定部分）、5本/㎡（狭幅部）

 4.5.9 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ・ （　　　　　　　）

* 樹脂充填量（挿入孔１箇所当たり） ※25ml ・（　　　　　　）ml

 4.4.11 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面 * 浮き部分に対するｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数及び注入口の数 ※ 表4.4.3及び図4.4.2による ・ （　　　　　　　）

外
 4.5.10 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 * 樹脂注入量（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ及び注入口１箇所当たり） ※25ml ・（　　　　　　）ml

 4.4.12 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面 * 浮き部分に対するｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数及び注入口の数 ※ 表4.4.3及び図4.4.2による ・ （　　　　　　　）

 4.5.11 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ工法 * スラリー注入量（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ及び注入口１箇所当たり） ※50ml ・（　　　　　　）ml

壁
 4.4.13 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ * 浮き部分に対するｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ※9本/㎡（一般部分）、16本/㎡（指定部分）、5本/㎡（狭幅部）

 4.5.12 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ・ （　　　　　　　）

* 樹脂充填量（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ１箇所当たり） ※25ml ・（　　　　　　）ml

 4.4.14 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ * 浮き部分に対するｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数及び注入口の数 ※表4.4.4及び図4.4.4による ・（　　　　　　　）

改
 4.5.13 全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 * 樹脂注入量（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ及び注入口１箇所当たり） ※25ml ・（　　　　　　）ml

 4.4.15 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面 * 浮き部分に対するｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数及び注入口の数 ※表4.4.4及び図4.4.4による ・（　　　　　　　）

 4.5.14 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法 * スラリー注入量（注入口１箇所当たり） ※50ml ・（　　　　　　）ml

修
 4.5.8 タイル張替え工法 * 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 ※ 表4.5.1による ・ （　　　　　　　）

* 外壁タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験 ・ 行う　（　　　　　　　　　　） ・ 行わない

* セメントモルタルによる陶磁器質タイル張りの工法

外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 表4.5.4

工
ユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り

* 有機系接着剤による陶磁器質タイル張り

シーリング材 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・（　　　　　　　　）

伸縮調整目地及びその他目地 ※変成シリコーン系 ・（　　　　　　　　）

事
工法と張付け有機系接着剤の使用量 ※表4.5.5 ・（　　　　　　）kg/㎡

外装壁ﾀｲﾙ接着剤張り専用ﾀｲﾙを用いない場合の有機系接着剤の使用量 ・（　　　　　　）kg/㎡

 4.5.15 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟ * 注入口付アンカーピンの本数 （　　　　）本/㎡

ｷｼ樹脂注入ﾀｲﾙ固定方法 * 樹脂注入量（ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ及び注入口１箇所当たり） ※25ml ・（　　　　　　）ml

 4.5.16 目地改修工法 * 伸縮調整目地 位置 （　　　　　　　） 寸法 （　　　　　　　）

6節 塗り仕上げ外壁等の改修

 4.6.2 仕上塗材仕上げ * 工程ごとの所要量 ※ 表4.6.1による ・ （　　　　　　　）

　一般事項

 4.6.3 既存塗膜等の除去 * 工法 ・サンダ-工法 ・高圧水洗工法 ・塗膜はく離剤工法 ※水洗い工法（高圧水洗機（10～15MPa））

及び下地処理 * 下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの使用 ・しない ・する

* 処理範囲 ※既存仕上面全体 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

* 下地のひび割れ部等の補修 （　　　　　　　）

7節 ﾏｽﾁｯｸ塗材塗り仕上げ

外壁等の改修 * 種別 ・ A種 ・ B種 表4.7.1

* 仕上材塗り（つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ） 種類 （　　　　　　　）

５ 1節 一般事項

章  5.1.3 改修工法 * 改修工法 ・ かぶせ工法 ・ 撤去工法 （ ・引抜き工法　　・ はつり工法 ）

建 * 開口周囲の補修工法及び範囲 ※ 図示による

具  5.1.4 防火戸 * 防火戸の指定 ※ 図示による

改 * 防火戸の自動閉鎖機構と連動させるもの ・ 図示による ・ ﾋｭｰｽﾞ装置 ・ 熱感知機 ・ 煙感知器

修

No.3b

M16028

設計番号

訂正

作成日付 工事名称

建築改修工事特記仕様書（３）

図面名称図面番号

０３

特  記 縮尺図面種別

Ａ ＮＳ

図示

コンクリート、タイル（外壁目地）

金属サッシ+ガラス（ガラス留め）

ＰＳ－２　ポリファルサイド系

ＳＲ-1　シリコーン系

ＭＳ-2　変成シリコーン系

シーリング材再充填工法

シーリング材再充填工法

シーリング材再充填工法

防水型複層塗材E外壁B ゆず肌状 ローラー

金属サッシ+コンクリート

押出200形・

なごやかハウス福原エレベーター改修工事 設計図



章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

 5.1.5 建具見本の製作 * 建具見本の製作 ・ 有 ※ 無

* 仮組 ・ 実施する ・ 実施しない

 5.1.6 取り付け調整等 * ブラインドボックス等の再使用 ・ 有 ・ 無 再使用するもの （　　　　　　　）

 5.1.7 その他 * 防犯建物部品の使用 ・ 適用する ・ 適用しない

2節 アルミニウム製建具 * （　　　　　　　　　）製建具

樹脂製建具 設置箇所 外部に面する 外部に面しない JIS Ａ　4706

～
鋼製建具 耐風圧 ・S1 ・S2 ・S3 ・S4 ・S5 ・S6 ・S7 ・S1 ・S2 ・S3 ・S4 ・S5 ・S6 ・S7 JIS Ａ　4702

鋼製軽量建具 気密性 ・A1 ・A2 ・A3 ・A4 ・A1 ・A2 ・A3 ・A4

6節 ステンレス製建具 水密性 ・W1 ・W2 ・W3 ・W4 ・W5 ・W1 ・W2 ・W3 ・W4 ・W5

遮音性 ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T1 ・T2 ・T3 ・T4

断熱性 ・H1 ・H2 ・H3 ・H4 ・H5 ・H1 ・H2 ・H3 ・H4 ・H5

 面内変形追随性 ・D1 ・D2 ・D3 ・D1 ・D2 ・D3

防音ﾄﾞｱｾｯﾄ、ｻｯｼ

遮音性 ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5

断熱ﾄﾞｱｾｯﾄ、ｻｯｼ

断熱性 ・H1 ・H2 ・H3 ・H4 ・H5 ・H2 ・H3 ・H4 ・H5 ・H6

５
耐震ﾄﾞｱｾｯﾄ

 面内変形追随性 ・D1 ・D2 ・D3 ・D2 ・D3 ・D4

（アルミニウム製建具）

 5.2.2 性能及び構造 * 外部に面するアルミニウム製建具の種別（表5.2.1） ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 5.2.3 材　　料 * 網戸 ・ 設置する ※ 設置しない

章
防虫網の仕様 ※ 合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製（SUS316）

 5.2.4 形状及び仕上げ * 建具枠見込み寸法 ※ 表5.2.1による ・ （　　　　　　　）

表面処理 ・A-1種 ・A-2種 ※B-1種（屋外） ・B-2種 ※C-1種（屋内） ・C-2種 表5.2.2

・D種（常温乾燥形（　　　　　　　　　））

色 ※ 標準色 ・ 特注色 結露水の処理方法 （　　　　　　　　）

建
 5.2.5 工　　法 * 水きり板 （　　　　　　　　） ぜん板 （　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　）

3節 樹脂製建具

 5.3.2 性能及び構造 * 外部に面する樹脂製建具の種別（表5.3.1） ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

 5.3.3 材　　料 * 網戸等 ・設置する ※ 設置しない

防虫網の仕様 ※ 合成樹脂製 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ステンレス製（SUS316）

具
* ｶﾞﾗｽ ※ 複層ｶﾞﾗｽ ・ 単層ｶﾞﾗｽ ・ 三重ｶﾞﾗｽ

 5.3.4 形状及び仕上げ * 建具枠見込み寸法 （　　　　　　　　） 表面色 ※ 標準色 ・ 特注色

 5.3.5 工　　法 * 水きり板 （　　　　　　　　） ぜん板 （　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　）

4節 鋼製建具

5.4.2 性能及び構造 * 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級 ※ 気密性A-3、水密性W-1 ・ （　　　　　　　）

改 5.4.3 材　　料 * 鋼板の適用 ・ JIS G 3302による（めっき付着量　※Z12またはF12　 ・ （　　　　　　　） ）

・ JIS G 3317による（めっき付着量　※Y08　 ・ （　　　　　　　） ）

5.4.4 形状及び仕上げ * 鋼板類の厚さ ※ 表5.4.2による ・ （区分・使用箇所・厚さ：　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 図示による

5節 鋼製軽量建具

5.5.2 性能及び構造 * 簡易気密型ドアセット（気密性：A-3) ・ 適用する ・ 適用しない ・ 図示による ・ （　　　　　　　）

修
5.5.3 材　　料 * ビニル被覆鋼板 ・ 適用する ・ 適用しない ・ 図示による ・ （　　　　　　　）

* カラー鋼板 ・ 適用する ・ 適用しない ・ 図示による ・ （　　　　　　　）

* 召合せ、縦小口包み板等 ※ 鋼板 ・ ステンレス鋼板 ・ アルミニウム合金

5.5.4 形状及び仕上げ * 鋼板類の厚さ ※ 表5.5.1による ・ （区分・使用箇所・厚さ：　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 図示による

工
6節 ステンレス製建具

5.6.3 材　　料 * ステンレス鋼板 ※ SUS304 ※ SUS430J1L ※ SUS443J1 ※ SUS430 ・ （　　　　　　　）

5.6.4 形状及び仕上げ * 表面仕上げ ※ HL ・ （　　　　　　　）

5.6.5 工　　法 * 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ

7節 建具用金物

事
5.7.1 適用範囲 * 既製の建具用金物のうち機能上必要最低限のもの ※ 建具製作所の仕様による ・ （　　　　　　　）

5.7.2 材質、形状及び寸法 * 金物の種類及び見え掛り部の材質 ※ 表5.7.1による（表中*の適用は図示による） ・ （　　　　　　　）

* 樹脂製建具用丁番 ※ 表5.7.3による ・ （　　　　　　　）

5.7.3 取付け施工 * 握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置 ・ 図示による ・ （　　　　　　　）

5.7.4 鍵 * マスターキー ・ 製作する ・ 製作しない

* 鍵 ※ 3本1組とし、室名札を付ける ・ （　　　　　　　） 鍵箱 ・ 要 ・ 不要

8節 自動ドア開閉装置

5.8.2 性　　能 * スライディングドア用自動ドア開閉装置の性能値 ※ 表5.8.1による ・ （　　　　　　　）

* スイングドア用自動ドア開閉装置の性能値 ※ 表5.8.2による ・ （　　　　　　　）

5.8.3 機　　構 * 戸の開閉方法 （　　　　　　　　）

* センサーの種類（表5.8.3） ・ （　　　　　　　） ・ 図示による 凍結防止措置 ・ 要 ・ 不要

9節 自動式上吊り引戸装置

5.9.3 性能等 * 自動式上吊り引戸装置の性能 ※ 表5.9.1による ・ （　　　　　　　）

10節 重量シャッター

5.10.2 形式及び機構 * ｼｬｯﾀｰ種類 ・管理用ｼｬｯﾀｰ ・外壁用防火ｼｬｯﾀｰ ・屋内用防火ｼｬｯﾀｰ ・防煙ｼｬｯﾀｰ

* 耐風圧強度（管理用ｼｬｯﾀｰ、外壁用防火ｼｬｯﾀｰ） （　　　　　　　　）

* 開閉機能による種類 ※ 上部電動式（手動併用） ・ 上部手動式 表5.10.1

* シャッターケース ※ 設置する（外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター、防煙シャッター）

・ 設置しない

5.10.3 材　　料 * ｽﾗｯﾄ及びｼｬｯﾀｰｹｰｽ用鋼板のめっき付着量 ※Z12またはF12　 ・ （　　　　　　　） 

11節 軽量シャッター

5.11.2 形式及び機構 * 開閉形式 ※ 手動式 ・ 上部電動式 （手動併用） 耐風圧強度 （　　　　　　　　） 

5.11.3 材　　料 * スラットのめっき付着量

・JIS G 3312（付着量　※Z06又はF06　 ・ （　　　　)) ・JIS G 3322（付着量　※AZ90　 ・ (　　　　))

5.11.4 形状及び仕上げ * スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形

12節 オーバーヘッドドア

5.12.2 形式及び機構 * セクション材料による区分 ※ スチールタイプ ・ アルミニウムタイプ ・ ファイバーグラスタイプ

* 耐風圧性能（JIS A 4715) （　　　　　　　　） 開閉方式 ※ バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式

* 収納形式 ・ スタンダード形 ・ ローヘッド形 ・ ハイリフト形 ・ バーチカル形

5.12.3 材　　料 * ガイドレールの材料 ※ 溶融亜鉛めっき鋼板 ・ ステンレス鋼板

13節 ガラス

5.13.2 材　　料 * フロート板ガラス 厚さによる種類 （　　　　　　　　　） 

型板ガラス 品種 （　　　　　　　　　） 厚さによる種類 （　　　　　　　　　） 

網入及び線入板ガラス 品種 （　　　　　　　　　） 厚さによる種類 （　　　　　　　　　） 

合わせガラス 材料板ガラスの種類及び厚さの組み合わせ並びに合計厚さ （　　　　　　　　　） 

特性による種類 ・ Ⅰ類 ・ Ⅱ-1類 ・ Ⅱ-2類 ・ Ⅲ類

No.4a

平成27年7月1日改訂、平成28年7月1日改訂

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

強化ガラス 材料板ガラスの種類による名称 （　　　　　　　　　） 

特性による種類 ・ Ⅰ類 ・ Ⅲ類

熱線吸収板ガラス 材料板ガラスの種類 （　　　　　　　　　） 厚さによる種類 （　　　　　　　　　） 

性能による種類 ・ １種 ・ ２種

複層ガラス 材料板ガラスの種類 （　　　　　　　　　） 厚さの組合せ、複層ｶﾞﾗｽ厚さ （　　　　　　　　　） 

５
断熱性、日射遮蔽性区分 ・ 1種（U1) ・ 2種（U2） ・ 3種(U3-1)

・ 3種(U3-2) ・ 4種（E4) ・ 5種（E5)

章
熱線反射ガラス 材料板ガラスの種類 （　　　　　　　　　） 厚さによる種類 （　　　　　　　　　） 

日射遮蔽性区分 ・ １種 ・ ２種 ・ ３種

建
耐久性区分 ・ Ａ類 ・ Ｂ類

倍強度ガラス 材料板ガラスの種類 （　　　　　　　　　） 厚さによる種類 （　　　　　　　　　） 

具
* ガラス留め材 ・シーリング材 ・ガスケット （・グレイジングチャンネル形 ・グレイジングビード形　）

5.13.3 ｶﾞﾗｽ溝の寸法、形状等 * 溝の大きさ ※　表5.13.1による（ｱﾙﾐﾆｳﾑ・鋼・ｽﾃﾝﾚｽ製建具） ・ （　　　　　　　） 

改 5.13.4 工　　法 * 熱線反射ガラスの映像調整 （　　　　　　　　） 

5.13.5 ガラスブロック積み * 材料 ガラスブロック 表面形状　（　　　　　　　） 呼び寸法 （　　　　　　　） 厚さ （　　　　　　　）

修
壁用金属枠 （　　　　　　　） 補強材 （　　　　　　　）

力骨 材質 ※ ｽﾃﾝﾚｽ鋼（SUS304） ・（　　　　　　　） 寸法 ※ 径5.5㎜ ・（　　　　　　）

工
形状 ※ はしご形複筋及び単筋 ・（　　　　　　　）

化粧目地モルタルの色 （　　　　　　　） シーリング材の種類 （　　　　　　　） 

事
金属製化粧カバー 材質 （　　　　　　　） 寸法 （　　　　　　　） 形状 （　　　　　　　） 

* 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 （　　　　　　　） 

目地幅 平積み （　　　　）㎜ 曲面積み （　　　　）㎜

伸縮調整目地 幅 ： （　　　　）㎜ 位置 ： ＠（　　　）m以下ごと 力骨の補強方法 ： （　　　　　　　） 

1節 一般事項

 6.1.3 他の部位との取合い等 * 既存間仕切壁の撤去に伴う天井、壁、床の改修範囲 ※ 壁厚程度 ・図示による

* 天井内既存壁撤去に伴う天井改修範囲 ※壁面より両側600㎜程度 ・図示による

* 天井撤去に伴う壁面改修 ※ 既存のまま ・図示による

６
2節 既存床の撤去･下地補修

 6.2.2 工　　法 * ビニル床シート等の除去 下地ﾓﾙﾀﾙ撤去（浮き、欠損部等） ・ 行う ・ 行わない ・ 図示による

* 合成樹脂塗り床材の除去等 ・機械的除去工法 ・目荒し工法

* 床清掃範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） 

3節 既存壁の撤去及び下地補修

 6.3.2 工　　法 * 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 ※モルタル塗り（4.4.9） ・ （　　　　　　　） 

章 5節 木下地等

 6.5.1 一般事項 * 表面仕上げ 適用箇所 （　　　　　　　　） 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種

 6.5.2 木　　材 * 含水率 ※ A種 ・ B種 表6.5.1

(b)(1) * 製材 表6.5.2

JASによる製材 種別 樹　種 寸　法 等　級 形　状 含水率

・下地用針葉樹製材 ※ 2級

・ 図示による ・造作用針葉樹製材

・広葉樹製材 ※ 1等 ※10％以下

内

(b)(2) JAS以外の製材 ※使用しない ・（　　　　　）

種別 樹　種 寸　法 材面の品質 防虫処理 難燃処理 含水率

装

造作材の材面の品質 ※ A種 ・ B種

改
* 下地材 ※ 杉、松 ・表12.2.3の代用樹種 ・図示による

* 造作材 ※ 杉、松、ひのき ・表12.2.3の代用樹種 ・図示による

* 造作用集成材

(c)(ⅰ) ・ 図示による

・JASによる造作用集成材の種別 樹　種 寸　法 見付材面の等級 化粧薄板の厚さ

・造作用集成材 ※ 1等

修
・化粧ばり造作用集成材 ※ 1等

・化粧ばり構造用集成柱

(c)(ⅱ) ・ 図示による

工 ・JAS以外の造作用集成材の種別 樹　種 寸　法 見付材面の品質 化粧薄板の厚さ 含水率

・造作用集成材 ※15％以下

・化粧ばり造作用集成材 ※15％以下

・化粧ばり構造用集成柱 ※15％以下

事

* 造作用単板積層材

(d)(ⅰ) ・ 図示による ・ 種　別 厚　さ 表面の品質 含水率 防虫処理

JASによる造作用単板積層材 －

－

－

(d)(ⅱ) ・ 図示による ・ JAS以外の造作用単板積層材 ※ 14％以下

No.4b

M16028
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章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

(e) * 床張り用合板等

普通合板 厚さ ※5.5㎜ ・ （　　　　）㎜ 表板の樹種　（　　　　　　　） 接着の程度 ※1類 ・ （　　　　　）

板面の品質 ※ 2等以上（広葉樹）　　 ※ C-D以上（針葉樹） ・ （　　　　　　　）

防虫処理 ・ 行う ・ 行わない

構造用合板 厚さ ※ 12㎜ ・ （　　　　）㎜ 表板の樹種　（　　　　　　　） 接着の程度 ※1類 ・ （　　　　）

等級 ※ 2級以上 ・ （　　　　　　　） 板面の品質 ※ C-D以上 ・ （　　　　　　　）

防虫処理 ・ 行う ・ 行わない 強度等級 （　　　　　　　　）

パーティクルボード 厚さ ※ 15㎜ ・ （　　　　）㎜ 表裏面の状態による区分 （　　　　　　　　）

曲げ強さによる区分、接着剤による区分 ※ 13Pタイプ ※ 13Mタイプ ・ （　　　　　　　）

難燃性による区分 （　　　　　　　　）

構造用パネル 等級 （　　　　　　　　） 厚さ （　　　　）㎜

6.5.5 防腐・防蟻・防虫処理 * 下地木材への防腐・防蟻処理 ・ 不要な樹種による製材 ・ 薬剤の加圧注入 ・ 薬剤の塗布等

・ （　　　　　　　）

薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 適用部位 （　　　　　　　　） 保存処理性能区分 （　　　　　　　　）

薬剤の塗布による防腐・防蟻処理 処理の方法 ※6.5.5（a）（ⅲ）② ・ （　　　　　　　）

６
* ボード原料接着剤への薬剤混入による防腐・防蟻処理 ・ 行う（　　　　　　　　　） ・ 行わない

* 防虫処理 ・ 行う（　　　　　　　　） ・ 行わない

6.5.6 RC造等の内部間仕切 * 木材 間仕切軸組に用いる木材 ※ 杉または松 ・ （　　　　　　　）

軸組及び床組 床組に用いる木材（土間ｽﾗﾌﾞ類の土台、転ばし大引、転ばし根太） ※ひのき又は保存処理木材 ・ （　　　　　）

床組に用いる木材（上記以外） ※ 杉または松 ・ （　　　　　　　）

6.5.7 窓、出入口その他 * 木材 窓、出入口その他に用いる木材 吊元枠、水掛りの下枠、敷居 ※ ひのき ・ （　　　　　　　）

章
それ以外 ※ 松または杉 ・ （　　　　　　　）

6.5.8 床板張り * 木材 縁甲板、上がりがまちに用いる木材 ※ ひのき ・ （　　　　　　　）

6.5.9 壁及び天井下地 * 木材 ※ 杉または松 ・ （　　　　　　　）

6節 軽量鉄骨天井下地

6.6.2 材　　料 * 野縁等の種類 屋　内 ※ 19形 　 ・ 25形 屋　外 ・ 19形 ※ 25形 表6.6.1

6.6.3 形式及び寸法 * 屋外の野縁受、吊りボルト、インサートの間隔 ・ （　　　　）㎜ ・ 図示による

* 屋外の野縁間隔 ・ （　　　　）㎜ ・ 図示による

6.6.4 工　　法 * 既存埋込インサートの使用 ・ 使用する ・ 使用しない ・ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* あと施工ｱﾝｶｰの引抜き試験 ・適用する（・屋外（　　　　　）） ・ 適用しない

内
* 開口部等の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 天井のふところが1.5m以上の場合の補強方法 ・ 6.6.4（h）（1）、（2）による ・ 図示による

天井のふところが3mを超える場合の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 天井下地材の耐震性の補強 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 耐風圧性の補強（屋外軒天井、ピロティ天井等） ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

7節 軽量鉄骨壁下地

装
6.7.3 形式及び寸法 * ｽﾀｯﾄﾞ、ﾗﾝﾅｰの種類 ・ 50形 ・65形 ・90形 ・100形 ※ｽﾀｯﾄﾞの高さに応じた種類 ・ （　　　　　）

8節 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ等張り （ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り）

6.8.2 材　　料 * ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 種類 ※ ＦＳ ・ （　　　　　　） 色柄 （　　　　　 　　） 厚さ ※ 2.0㎜ ・ （　　　　　　）

* ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 種類 （　　　　　 　　） 厚さ ※ 2.0㎜ ・ （　　　　　　）

* 特殊機能床材 帯電防止床シート 種類 （　　　　　 　　） 性能 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　）

帯電防止床タイル 種類 （　　　　　 　　） 性能 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　）

改
視覚障害者用床タイル 種類 （　　　　　 　　） 形状 （　　　　　 　　） （　　　　　 　　）

耐動荷重性床シート 種類 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　） （　　　　　 　　）

防滑性床ｼｰﾄ、床ﾀｲﾙ 種類 （　　　　　 　　） 性能 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　）

* ビニル幅木 厚さ ※ 1.5㎜ ・ （　　　　　　） 高さ ※ 60㎜

* ゴム床タイル 種類 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　）

修
* 接着剤（施工箇所の下地がセメント系及び木質系以外の場合） ・（　　　　　　　　）

6.8.3 施　　工 * 下地の工法（ﾓﾙﾀﾙ塗下地、木下地以外） ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

* ビニル床シート張り　　熱溶接工法 ・適用する ・ 適用しない

9節 カーペット敷き

6.9.2 一般事項 * 下地の工法（ﾓﾙﾀﾙ塗下地、木下地以外） ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

工
6.9.3 材　　料 * 織じゅうたん 種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 織り方 （　　　　　　　）

パイルの形状 （　　　　　　　） 帯電性 ※ 人体帯電圧3ｋV以下 ・ （　　　　　　　）

* ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ ﾊﾟｲﾙの形状 （　　　　　　　） ﾊﾟｲﾙ長 （　　　　　　　）

帯電性 ※ 人体帯電圧3ｋV以下 ・ （　　　　　　　）

* ニードルパンチカーペット 厚さ （　　　　　　　） 帯電性 ※ 人体帯電圧3ｋV以下 ・ （　　　　　　　）

* タイルカーペット 種類 ※ 第一種 ・ 第二種 パイルの形状 ※ ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ ・ （　　　　　　　）

事
寸法 ※ 500㎜角 ・ （　　　　　　　） 総厚さ ※ 6.5㎜ ・ （　　　　　　　）

* 下敷き材 ※ JIS L 3204（反毛フェルト）の第2種2号、呼び厚さ8㎜ ・ （　　　　　　　　　　）

* 取付け用付属品 見切り材 材質 （　　　　　　　） 種類 （　　　　　　　） 形状 （　　　　　　　）

押え金物 材質 （　　　　　　　） 種類 （　　　　　　　） 形状 （　　　　　　　）

6.9.4 工　　法 * ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄの工法 ・ グリッパー工法 ・ 全面接着工法

* タイルカーペットの敷き方 平場 ※ 市松敷き ・ （　　　　　　　） 階段 ※ 模様流し ・ （　　　　　　　）

10節 合成樹脂塗床

6.10.2 材　　料

6.10.3 工　　法 * 仕上げの種類（弾性ウレタン樹脂系） ※ 平滑 ・ 防滑 ・ つや消し

* 仕上げの種類（エポキシ樹脂系） （ ・ 平滑　・ 防滑 ） ・ 薄膜流し展べ ・ 厚膜流し展べ ・ 樹脂ﾓﾙﾀﾙ

11節 フローリング張り

6.11.2 材　　料

* 品名 単層フローリング

・フローリングボード１等 ・フローリングブロック１等 ・モザイクパーケット１等 ・複合フローリング

* フローリングの樹種（ﾓｻﾞｲｸﾊﾟｰｹｯﾄ以外） ※ なら　 ・ （　　　　　　）

6.11.3 工法一般 * 工法 ・釘留め（根太張り）工法 ・釘留め（直張り）工法 ・接着工法

6.11.4 釘留め工法

* 根太張り工法、直張り工法 複合フローリングの種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 表6.11.2

※ Ｃ種（根太張り工法の防湿処理　・要　　・不要）

No.5a

平成27年7月1日改訂、平成28年7月1日改訂

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

6.11.5 接着工法 * モザイクパーケット 樹種 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　） 大きさ （　　　　　 　　） 表6.11.4

* フローリング裏面の緩衝材 ※ 合成樹脂発泡ｼｰﾄ ・ （　　　　　　）

* 下地の工法（ﾓﾙﾀﾙ塗下地、木下地以外） ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

6.11.6 現場塗装仕上げ * 塗装 ※ ウレタン樹脂ワニス塗り ・ｵｲﾙｽﾃﾝ塗りの上ﾜｯｸｽ塗り ・生地のままﾜｯｸｽ塗り

12節 畳敷き

６
6.12.2 材　　料 * 種別 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種（畳床の記号：　　　　　　　　） 表6.12.1

13節 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ等張り [せっこうﾎﾞｰﾄﾞ、その他ボード及び合板張り]

6.13.2 材　　料

章 * 種類 （　　　　　 　　） 厚さ （　　　　　 　　） その他（　　　　　　　） 表6.13.1

普通合板 表面の樹種 生地のまままたは透明塗料塗りの場合 ※ ﾗﾜﾝ程度 ・ （　　　　　　　）

不透明塗料塗りの場合 ※ しな程度 ・ （　　　　　　　）

内 板面の品質 （　　　　　　　　） 厚さ （　　　　　　　　） 接着の程度 （　　　　　　　　） 

 防虫処理 ・ 行う ・ 行わない

天然木化粧合板 化粧板の樹種名 （　　　　　 　　） 接着の程度 （　　　　　） 厚さ （　　　　　 　　）

装
防虫処理 ・ 行う ・ 行わない

特殊加工化粧合板 化粧加工の方法 ・ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ ﾌﾟﾘﾝﾄ ・ 塗装 ・ （　　　　　　）

表面性能 （　　　　　 　　） 接着の程度 （　　　　　） 厚さ （　　　　　 　　）

改
防虫処理 ・ 行う ・ 行わない

* 遮音シール材（軽鉄下地ﾎﾞｰﾄﾞ遮音壁） ・アクリル系 ・ウレタン系 ・ジョイントコンパウンド（JIS A 6914）

6.13.3 工　　法 * 下地 ・軽量鉄骨下地 ・木造下地 ・ （　　　　　　）

修
* 合板類の張付け種別 ・Ａ種 ※ Ｂ種 表6.13.3

* せっこうボードの目地工法の種類 ・継目処理工法 ・突付け工法 ・目透し工法 表6.13.5

14節 壁紙張り

工
6.14.2 材　　料 * 種類 （　　　　　　　） 防火性能 （　　　　　　　）

6.14.3 施　　工 * ｺﾝｸﾘｰﾄ面の下地調整 種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.5

事
* せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面の下地調整 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.7

15節 モルタル塗り

6.15.3 材　　料 * 規制既製目地材の適用 ・ 使用する（形状：　　　　　　　　　　　） ・ 使用しない

6.15.6 工　　法 * 床塗り 床の目地の設置及び工法 ※ 押し目地（室内は縦横1.8ｍ程度、廊下は3.6m程度の割付間隔）

・ （　　　　　　　　　　　　　　　） ・ 設けない ・ 図示による

16節 タイル張り

6.16.2 一般事項 * 伸縮目地の位置 ※ 縦横4m以内ごと（床タイル） ・ （　　　　　　　　　　　　） ・ 図示による

* タイルの品質等

6.16.3 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによる  ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ/接着剤 適用箇所 形状・寸法 耐凍害性の有無 耐滑り性 標準色・特別色の別

　陶磁器質ﾀｲﾙ張り

6.16.4 接着剤による

陶磁器質ﾀｲﾙ張り

* 役物 ・有有 ・ 無 試験張り ・有有 ※ 無 見本焼き ・有有 ※ 無

* 壁ﾀｲﾙ張り 工法 ※ 改良積上げ張り ・ （　　　　　　　）

* 視覚障害者誘導ブロック * 屋内 ※ 塩化製ビニール製 ・磁器又はせっ器質タイル ・レジンコンクリート製　　 ・ （　　　　　　　　）

* 屋外 ※ 磁器又はせっ器質タイル、レジンコンクリート製 ・ （　　　　　　　　）

突起の形状・寸法及び配列はＪＩＳＴ９２５１による。

17節 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り

6.17.2 材　　料 * 種類及び品質 ・せっこう系 ・セメント系 表6.17.1

6.17.3 調合及び塗厚 * ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗厚 （　　　　　　　）

2節 下地調整

7.2.1 一般事項 * 既存塗膜の撤去範囲（RB種塗替えの場合） ※ 塗変え面積の30％

７
7.2.2 木部の下地調整 * 木部の下地調整種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.1

7.2.3 鉄鋼面の下地調整 * 鉄鋼面の下地調整種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.2

7.2.4 亜鉛めっき鋼面の * 亜鉛めっき鋼面の下地調整種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.3

章
下地調整

7.2.5 ﾓﾙﾀﾙ面及びﾌﾟﾗｽ * ﾓﾙﾀﾙ面及びﾌﾟﾗｽﾀｰ面の下地調整種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.4

ﾀｰ面の下地調整  ひび割れ部の補修（面の処理） （　　　　　　　）

7.2.6 ｺﾝｸﾘ面等の下地調整 * ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ALCﾊﾟﾈﾙ面の下地調整種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.5

ｺﾝｸﾘ面、ALC面、押出成 ひび割れ部の補修（面の処理） （　　　　　　　）

形ｾﾒﾝﾄ面の下地調整 * ｺﾝｸﾘｰﾄ面、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面の下地調整種別 ・ RA種 ・ RB種 ・ RC種 表7.2.6

塗
ひび割れ部の補修（面の処理） （　　　　　　　）

7.2.7 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、その他 * せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面及びその他ﾎﾞｰﾄﾞ面の下地調整種別 ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種 表7.2.7

ﾎﾞｰﾄﾞ面の下地調整

装

3節 錆止め塗料塗り

7.3.2 塗料種別 * 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料 ※ Ａ種 ・ B種 ※ Ｃ種（つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗りの場合） 表7.3.2

改 7.3.3 錆止め塗料塗り * 鉄鋼面錆止め塗料塗り 見え掛り部（新規） ※ Ａ種 ・ B種 ・ Ｃ種 表7.3.3

見え隠れ部（新規） ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 塗替え ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ Ｃ種

* 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り 鋼製建具等 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 塗替え ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ Ｃ種 表7.3.4

修 4節 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

7.4.2 塗料の種類 * 塗料の種類 ※ １種 ・ ２種

7.4.3 木部 * 種別（新規） 屋外 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ C種 屋内 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ C種 表7.4.1

工 （塗替え） ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ C種

7.4.4 鉄鋼面 * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ C種 表7.4.2

7.4.5 亜鉛めっき鋼面 * 種別 鋼製建具塗替え ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 それ以外の塗替え ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ C種 表7.4.3

事 5節 クリヤラッカー塗り(CL)

7.5.2 クリヤラッカー塗り * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 表7.5.1

7節 NAD塗り [アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り]

7.7.2 NAD塗り * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 表7.7.1

No.5b

M16028

設計番号

訂正

作成日付 工事名称担当

０ ２１ ３ ７４ ５ ６ １０８ ９

建築改修工事特記仕様書（５）

図面名称図面番号

０５

特  記 縮尺図面種別

Ａ ＮＳ

エポキシ系

Vクロス

(可能な範囲)

なごやかハウス福原エレベーター改修工事 設計図
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8節 耐候性塗料塗り(DP)

７
7.8.2 鉄鋼面 * 種別 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 上塗り塗料の等級 ※ 1種 ・ 2種 ・ 3種 表7.8.1

7.8.3 亜鉛めっき鋼面 * 種別 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 上塗り塗料の等級 ※ 1種 ・ 2種 ・ 3種 表7.8.2

7.8.4 ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び * 種別 ・ A-1種 ・ A-2種 ・ B-1種 ・ B-2種 ・ C-1種 ・ C-2種 表7.8.3

章
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

9節 EP-G塗り [つや有合成樹脂エマルションペイント塗り]

7.9.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ、 * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・Ｃ種 表7.9.1

塗
せっこうﾎﾞｰﾄ面等 * 塗替えのしみ止め ※ 工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする（B 種、C種の場合） ・ （　　　　　　　）

7.9.3 木部 * 種別 新規 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 塗替え ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・Ｃ種 表7.9.2

7.9.4 鉄鋼面 * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 表7.9.3

装
7.9.5 亜鉛めっき鋼面 * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 表7.9.4

10節 ＥＰ塗り [合成樹脂エマルションペイント塗り]

改
7.10.2 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 表7.10.1

ﾍﾟｲﾝﾄ塗り * 塗替えのしみ止め ※ 工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする（B 種、C種の場合） ・ （　　　　　　　）

11節 ＥＰ－Ｔ塗り [合成樹脂エマルション模様塗料塗り]

修
 7.11.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾟﾗｽﾀｰ、 * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 表7.11.1

せっこうﾎﾞｰﾄ面等

12節 ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り

工  7.12.2 ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 表7.12.1

13節 ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ塗り

 7.13.2 ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ塗り * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 表7.13.1

事 15節 木材保護塗料塗り

 7.15.2 木材保護塗料塗り * 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 表7.15.1

1節 一般事項

*本章適用上の注意 * 耐震改修工事標準図が添付されている場合はこれを優先する。

8.1.2 基本要求品質 * 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合の工場選定は以下による。

(1) Ｊ Ｉ Ｓマーク表示認証製品を製造している工場（工業標準化法の一部を改正する法律（平成16年6月9日公布）

に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品にＪ Ｉ Ｓ マーク表示する認証を受けた

製品を製造している工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施す

る能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる、

全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場（以下｢ 適 マークを取得した工場｣

という。） から選定し、JIS A 5308（ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ）に適合するものを用いなければならない。

(2) Ｊ Ｉ Ｓマーク表示認証製品を製造し、 適 マークを取得した工場が工事現場近くに見当たらない場合は、使用す

８
る工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめたうえ、その資料により監督

職員の確認を得なければならない。なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を

実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施

できる工場から選定しなければならない。

8.1.3 コンクリートの種類 * コンクリートの種類 ・ 普通コンクリート ・ 軽量コンクリート 表8.1.1

章
* コンクリートの種別 ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 ・大臣認定コンクリート（　　　　　　　）

8.1.4 コンクリートの品質 * 設計基準強度（Fc） ・ 普通コンクリート （　　　）N/mm 2 ・ 軽量コンクリート （　　　）N/mm 2 ・ 図示による

* コンクリートの荷卸し地点におけるスランプ ※ 18㎝ ・ （　　　　　　　）

* 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ ・ A種 ※ B種 ・ C種 表8.1.3

8.1.5 鉄骨製作工場 * 加工能力 （　　　　　　　） 施工管理技術者 （　　　　　　　）

耐

2節 材　　料

 8.2.1 鉄　　筋 * 種類の記号 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） 表8.2.1

 8.2.2 溶接金網 * 網目の形状 （　　　　　　） 寸法（　　　　　） 鉄線の径（　　　　　）

 8.2.4 あと施工アンカー * ・ 金属系アンカー 引張耐力　　（　　　　　　　）　　 せん断耐力　　（　　　　　　　）

震
径　　（　　　　）㎜ 埋込み深さ　（　　　　）㎜

セット方式 ※ 本体打込み式改良型 ・ （　　　　　　　）

接合筋 種類　（　　　　　　　） 径　　（　　　　）㎜ 長さ　（　　　　）㎜

・ 接着系アンカー 引張耐力　　（　　　　　　　）　　 せん断耐力　　（　　　　　　　）

アンカーの種類 ※ カプセル型回転・打撃式 ・ （　　　　　　　）

改
アンカー筋　径（　　　）㎜　　 埋込み深さ　（　　　　）㎜

アンカー筋の種類 （　　　　　　　）

アンカー筋の新設壁内への定着長さ （　　　　　　　）

* あと施工アンカーの性能確認試験 ・行う ・行わない

 8.2.5 ｺﾝｸﾘｰﾄの材料及び調合 * ｾﾒﾝﾄの種類 ※ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ・高炉ｾﾒﾝﾄ(A種) ・ｼﾘｶｾﾒﾝﾄ(A種) ・ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ(A種) 表8.2.3

修
* 高炉ｾﾒﾝﾄB種の適用箇所 （　　　　　　　） ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種の適用箇所 （　　　　　　　）

* 細骨材の種類 ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材 ・使用 ※ 使用しない 銅ｽﾗｸﾞ細骨材 ・使用 ※ 使用しない

電気炉酸化ｽﾗｸﾞ細骨材 ・使用 ※ 使用しない 再生骨材Ｈ ・使用 ※ 使用しない

* 砕石、砕砂、ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ細骨材、銅ｽﾗｸﾞ細骨材、電気炉酸化ｽﾗｸﾞ骨材、砂利、砂のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性区分

※ Ａ ・Ｂ

工
* 適用する混和剤の種類 ・ 8.2.5（ｄ）(1)による ・ 8.2.5（ｄ）(2)による ・ （　　　　　　　　　）

* 8.2.5（ｅ）①～③以外の使用する混和材料 ・種類（　　　　　　　） 使用方法（　　　　　　） 使用量（　　　　　　　）

※ 資料により監督職員の承諾を受ける

 8.2.6 構造体用ﾓﾙﾀﾙの調合 * ﾓﾙﾀﾙの圧縮強度 （　　　　　　　　） フロー値 （　　　　　　　　）

 8.2.7 型枠の材料 * せき板の種別 ・ 8.2.7（a）による ・（　　　　　　）

事
合板の厚さ ※ 12㎜ ・ （　　　　　　　）

* ラス型枠については、下記の仕様により使用できるものとする。

１）使用可能部位 独立基礎、地中梁（ただし、見えがかり部、ピット内部は合板型枠とする。）

２）鉄筋の最小かぶり厚さ ラス型枠を使用した部分の鉄筋の最小かぶり厚さは、公共建築工事標準仕様書

（建築工事編）5.3.6表に示す数値の＋10㎜するものとする。

３）コンクリートのスランプ スランプは15㎝又は18㎝とする。バイブレーターを使用するときには、ラス型枠に

及び打込み 直接当てないように注意する。

４）その他 各メーカーで仕様が異なるため、それぞれの施工要領書等で確認する。

* スリーブの材種 ・鋼管 ・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ・溶融亜鉛めっき鋼板 ・つば付き鋼板 [表8.2.6]

 8.2.8 鋼　　材 * 材質、形状、寸法 ※ 図面による ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 8.2.9 高力ボルト * 種類 ※ トルシア形高力ボルト ・ＪＩＳ形高力ボルト ・溶融亜鉛めっき高力ボルト

径 ※ 図示による ・（　　　　　　　）

 8.2.10 溶接材料 * 8.2.10(a)、(b)以外の溶接材料 （　　　　　　　）

 8.2.11 柱底均しﾓﾙﾀﾙ * 柱底均しモルタル ※ 無収縮モルタル（8.2.11（a）による） ・ （　　　　　　　）

及びｸﾞﾗｳﾄ材 * 無収縮グラウト材 ※ プレミックスタイプ ・ 現場調合

無収縮グラウト材の品質 項目 ｺﾝｼｽﾃﾝｼｰの範囲 圧縮強度 乾燥収縮

品質 J 14 ﾛｰﾄ 8±2 秒 30 N/mm 2以上 0×10 -4 以上

 8.2.12 連続繊維ｼｰﾄ及び * 材料 （　　　　　　　） 工法 （　　　　　　　） 引張強度 （　　　　　　　） ヤング係数 （　　　　　　　）

含浸接着樹脂等

 8.2.13 鋼材の材料試験等 * JIS G0901(建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類と判定基準)による試験 ・行う ・行わない
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 8.2.14 基礎工事に用いる * 杭の種類 ※ 図示による ・（　　　　　　　）

材料 * 杭の寸法、継ぎ手の箇所数、材料、工法等 ※ 図示による ・（　　　　　　　）

3節 鉄筋の加工及び組立

 8.3.2 加　　工 * 90°未満の折曲げの内法直径 （　　　）mm

 8.3.4 継手及び定着 * 適用箇所 重ね継手 ガス圧接 機械式継手 溶接継手

* 継手位置 ※ 図示による

* 重ね継手の長さ ※ 8.3.4（ｃ）による ・ （　　　　　　　）

隣り合う継手の位置　　先組工法等で柱、梁の主筋の継手を同一か所に設ける （　　　　　　）

* 鉄筋の定着長さ （　　　　　　　） * 帯筋組立の形 （　　　　　　　） [表8.3.4]

 8.3.5 鉄筋のかぶり厚さ * 軽量コンクリートの土に接する部分のかぶり厚さ 柱、梁、スラブ、壁 （　　　　）mm

及び間隔 基礎、擁壁、耐圧スラブ （　　　　）mm

耐久性上不利なか所（塩害を受けるおそれのある部分等） （　　　　）mm

* 機械式継手及び溶接継手の場合の鉄筋相互のあき （　　　　　　　　）

 8.3.7 壁の配筋及び補強 * 壁の配筋 ・（　　　　　　　　） ・ 図面による * 壁開口部の補強 ・ （　　　　　　　） ・ 図面による

 8.3.8 ガス圧接 * 超音波探傷試験 ・ 行う ・ 行わない

4節 鉄筋の機械式・溶接継手

 8.4.2 機械式継手 * 種類 （　　　　　　　　）

工法、品質の確認方法、不良部の修正方法 ※ 施工計画書（品質計画）で定める ・ （　　　　　　　）

 8.4.3 溶接継手 * 工法、品質の確認方法、不良部の修正方法 ※ 施工計画書（品質計画）で定める ・ （　　　　　　　）

7節 ｺﾝｸﾘｰﾄの運搬･打込･締固

 8.7.8 型枠工事 * 打増し厚さ（外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ（仕上げを行う場合を含む）） （　　　　　）mm

* シアコネクタをセパレーターとして使用する場合 ・使用する ・ 使用しない （　　　　）

9節 軽量コンクリート

 8.9.1 一般事項 * 常時、土又は水に直接接する部分に用いる部分 （　　　　　　　　）

* 軽量コンクリートの種類 適　用　箇　所 所要気乾単位容積質量（ｔ/m 3） 表8.9.1

・ １種 ・ ２種

・ １種 ・ ２種

 8.9.2 材料及び調合 * 所要スランプ ※ 21cm ・ （　　　　　　　　）

10節 暑中コンクリート

8.10.2 材料及び調合 * 構造体強度補正値（S） ※ 6N/mm 2 ・ （　　　　　　　　）

11節 無筋コンクリート

 8.11.1 一般事項 * 設計基準強度 ※ 18N/mm 2 ・ （　　　　　　　　）

８
* スランプ ※ 15cm ※ 18cm ・ （　　　　　　　　）

12節 あと施工アンカー工事

8.12.2 穿　　孔 * 埋込み配管等の探査の方法 （　　　　　　　　）

8.12.5 施工確認試験 * ｱﾝｶｰ施工後の確認試験 ※引張試験機による引張試験 ・ （　　　　　　　　）

確認強度 ※ 鋼材またはｺﾝｸﾘｰﾄ破壊による引張り強度の小さい方の2/3 ・ （　　　　　　　　）

章
13節 鉄骨工作

8.13.2 鉄骨の工作図 * 縁端距離 高力ボルト（　　）mm 普通ボルト（　　）mm アンカーボルト（　　）mm

* ボルト間隔 高力ボルト（　　）mm 普通ボルト（　　）mm アンカーボルト（　　）mm

* ゲージ 高力ボルト（　　）mm 普通ボルト（　　）mm アンカーボルト（　　）mm

8.13.10 仮　　組 * 仮組の実施 ・行う ※ 行わない

耐
14節 高力ボルト接合

8.14.2 摩擦面の性能 * すべり係数試験の実施 ・ 行う ・ 行わない

　及び処理 試験の方法　　（　　　　　　　　） 試験片の摩擦面の状態 　（　　　　　　　）

8.14.7 締付け * ＪＩＳ形高力ボルトのボルトの長さがねじの呼びの５倍を超える場合の回転量 （　　　　　　　　）

震
15節 溶接接合

 8.15.3 技能資格者 * 技量付加試験 ・行う ※ 行わない

 8.15.4 材料準備 * 開先の形状 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 8.15.7 溶接施工 * エンドタブの切断 (適用箇所：　　　　　　　　　　　　)

* 低応力高サイクル疲労を受ける部位（板厚が異なる場合）　　（　　　　　　　　　　　　）

改
* 完全溶込み溶接 スカラップの形状 （　　　　　　　　）

 8.15.11 溶接部の試験 * 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 ・行う ・行わない

17節 鉄骨の錆止め塗装

8.17.3 塗装の種別 * 錆止め塗料種別 SRC造の鋼製ｽﾘｰﾌﾞで鉄骨に溶接されたものの内面 ※表7.3.1のＡ種 ・ （　　　　　　　　）

修
耐火被覆材の接する面 （　　　　　　　　）

18節 耐火被覆

 8.18.2 耐火被覆の種類 * 種類 ・耐火材吹付け ・耐火板張り ・耐火材巻付け ・ラス張りモルタル塗り

及び性能 * 性能 （　　　　　　　　）

工
20節 溶融亜鉛めっき工法

 8.20.4 溶融亜鉛めっき * 摩擦面の処理 ・ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ・ﾌﾞﾗｽﾄ処理以外の摩擦処理方法（すべり耐力の確認方法　　　　　　　　　　）

高力ボルト接合

21節 現場打ちＲＣ壁の増設工事

 8.21.2 既存部分の撤去等 * 既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

事 * 工事に支障となる設備機器、配管等の撤去、移設 ・ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 既存構造体の撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.21.3 既存部分の処理 * 打継ぎ面となる範囲の既存構造体コンクリート面の目荒しの程度 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.21.6 鉄筋の加工及び組立 * 割裂補強筋の仕様 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.21.8 コンクリートの打込み * コンクリート打込み工法 ・ 流込み工法 ・ 圧入工法

 8.21.9 既設構造体との取合 * 既存構造体と増設壁との取合いの処理方法 ※ 8.21.9（1）～（9）による ・ （　　　　　　　　）

 8.21.10 仕上げ * 増設壁工事後の仕上げ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

22節 鉄骨ﾌﾞﾚｰｽの設置工事

 8.22.2 既存部分の撤去等 * 既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

 8.22.3 既存部分の処理 * 目荒しの程度 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.22.7 既存構造体との取合い * 既存構造体との取合い 割裂補強筋の仕様 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.22.9 仕上げ * ﾌﾞﾚｰｽ設置工事後の仕上げ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
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23節 柱補強工事

 8.23.2 既存部分の撤去等 * 既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

 8.23.3 既存部分の処理 * 目荒しの程度 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.23.5 溶接金網巻き工法 * 型枠の組立及び取外し 柱頭及び柱脚に隙間を設ける場合 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

及び溶接閉鎖ﾌｰﾌﾟ 打ち込むコンクリート又はグラウト材の厚さ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

巻き工法 * コンクリート及び構造体用モルタルの打ち込み ・流込み工法 ・圧入工法

 8.23.6 鋼板巻・帯板巻付工法 * 鋼板等の加工 柱頭及び柱脚に隙間を設ける場合 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.23.7 仕上げ * 補強工事後の仕上げ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

24節 連続繊維補強工事

 8.24.2 既存部分の撤去等 * 既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

* 工事に支障となる設備機器、配管等の撤去、移設 ・ （　　　　　　　　）

* 既存構造体の撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

８
* はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.24.4 施　工 * 下地処理 ひび割れ部の改修工法 ・ 4.1.4による樹脂注入工法 ・ （　　　　　　　　）

面取りの大きさ（柱及び梁の隅角部） ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 引張強度試験 8.24.4（ｆ）（ⅰ）（数量：　　　　　） *付着強度試験 8.24.4（ｆ）(ⅱ)（数量：　　　　　）

 8.24.5 仕上げ * 補強工事後の仕上げ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

章
25節 耐震スリット新設工事

 8.25.2 施　　工 * 施工 スリット幅及び深さ ・ 幅（　　　　）㎜　　深さ（　　　　）㎜　　 ・ 図示による

* 既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

* 充填材の挿入及び周囲補修等

充填材の種類 使 用 箇 所 仕　　　　様 備　　　　考

耐
耐火材

遮音材

シーリング 仕様は表3.7.1の記号による

既存部分の撤去部の補修 ※ 撤去材と同一材で補修する ・監督職員との協議による ・ （　　　　　　　　）

26節 免震改修工事

震
 8.26.5 既存部分の撤去等 * 既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

 8.26.6 既存部分の処理 * 打継ぎ面となる範囲の既存構造体コンクリート面の目荒しの程度 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.26.7 支承材・減衰材 * 支承材又は減衰材の材質、諸元 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 性能確認試験の項目及び数量 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による

* 製品検査 項目 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による 内容 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による

改
判断基準 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による 検査頻度 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による

 8.26.10 支承材又は * 防錆処置 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による 設置位置の寸法許容差 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による

減衰材の設置

* コンクリートの打ち込み ・流込み工法 ・圧入工法

修
* 割裂補強筋の適用 ・ 適用する ・ 適用しない

 8.26.13 仕上げ * 支承材又は減衰材設置後の仕上げ ・ 図面による ・ （　　　　　　　　）

 8.26.14 耐火被覆 * 支承材への耐火被覆の適用 ・ 適用しない ・ 適用する （仕様：　　　　　　　　　　）

 8.26.15 免震ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｊ等 * 免震部分周囲のｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄの仕様、工法等 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.26.16 検　　査 * 検査の項目及び数量  （　　　　　　　　）

工
 8.26.17 維持管理要領 * 記載する項目 ※ 8.26.17(b)による ・ （　　　　　　　　）

* 地震計、下げ振り、けがき板、別置き試験体等の設置及び仕様 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

27節 制振改修工事

 8.27.2 既存部分の撤去等 * 既存鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ及び既存鉄筋鉄骨ｺﾝｸﾘｰﾄの撤去等

既存仕上の撤去範囲 ※ 本工事に支障となる最小限の範囲（既存構造体を露出させる） ・ （　　　　　　　　）

事
工事に支障となる設備機器、配管等の撤去、移設 ・ （　　　　　　　　）

既存構造体の撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 既存鉄骨の撤去範囲及び撤去方法 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

既存鉄骨の処置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.27.3 既存部分の処理 * 打継ぎ面となる範囲の既存構造体コンクリート面の目荒しの程度 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 8.27.4 減衰材 * 減衰材の材質、諸元 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 性能確認試験の項目及び数量 ・ （　　　　　　　　） ・ 図面による

* 製品検査 項目 ・ 図面による ・ （　　　　　　　　） 内容 ・ 図面による ・ （　　　　　　　　）

判断基準 ・ 図面による ・ （　　　　　　　　） 検査頻度 ・ 図面による ・ （　　　　　　　　）

 8.27.6 減衰材の設置 * 防錆処置 ・ （　　　　　　　　）・ 図面による 設置位置の寸法許容差 ・ 図面による ・ （　　　　　　　　）

* 割裂補強筋の適用 ・ 適用する ・ 適用しない

* コンクリート打込み工法 ・流込み工法 ・圧入工法

 8.27.8 仕上げ * 減衰材設置後の仕上げ ・ 図面による ・ （　　　　　　　　）

 8.27.9 検　　査 * 検査の項目及び数量 ・ 図面による ・ （　　　　　　　　）

28節 基礎工事

 8.28.2 既存杭の撤去等 * 既存杭の撤去範囲及び撤去方法 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 既存杭の杭頭部等の処理 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 * 既存杭の補強 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 * 既存杭の健全性を確認する試験 ・ 行う ・ 行わない

 8.28.3 土工事 * 埋戻し及び盛土 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 表8.28.1

* 処分にあたっては「リサイクルガイドライン」に基づき、適正に処理する。

* 処分地の指定 ※ 無（自由処分） ・ 有    （　　　　　　　　　）に搬出し、利用するものとする。

* 山留めの存置 ※ 無 ・ 有

 8.28.4 地業工事 * 試験杭 位置 ※ 図示による 本数 ※ 図示による ・ （　　　）本 寸法  （　　　　）m

* 試験杭の施工方法 ※ 図示による ・（　　　　　　　　　）

* 杭の載荷試験 ・ 水平載荷試験 ・ 鉛直載荷試験 ・ しない

試験位置 ※ 図示による 本数 ※ 図示による ・ （　　　）本 載荷荷重 （　　　）kN

試験の方法 （　　　　　　　） 報告書の記載事項 ※8.28.4（b）（4）（ｉ）による　 ・（　　　　　　　）

* 地盤の載荷試験 平板載荷試験 ・ 行う ・ 行わない

載荷荷重（　　　　　）kN 試験位置 ※ 図示による ・（　　　　　　　）

試験の方法（　　　　　　　） 報告書の記載事項 ※8.28.4（b）（4）（ｉ）による ・（　　　　　　　）

* 杭地業の工法 ※ 図示による ・（　　　　　　　　　）

* 支持地盤の位置及び種類 ※ 図示による ・（　　　　　　　　　）

* 杭の寸法 ※ 図示による ・（　　　　　　　　　）

* 杭頭処理の方法 ・有り（処理方法：　　　　　　　　　　） ・無し

* 本杭の施工方法 ※ 図示による ・（　　　　　　　　　）

* 水平方向の位置ずれの精度 X方向（　　　　）㎜ Y方向（　　　　）㎜

* 記録する施工状況等 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

* 砂利及び砂地業厚さ ※ 60㎜ ・（　　　　　）㎜

* 捨コンクリート厚さ ※ 50㎜ ・（　　　　　）㎜

No.7a
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章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

1節 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去工事

 9.1.1 一般事項 *大気汚染防止法の改正（平成26年6月1日施行）に基づき、適正に対応すること

適用範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材除去後の仕上げ工事 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* ｱｽﾍﾞｽﾄ施工調査の範囲、規格 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定 ・ 行う ・ 行わない

* アスベスト粉じん濃度測定を行う場合は下記による。ただし、取壊し工事を含む場合（取壊し工事特記仕様書

９
が添付されている場合）は、取壊し工事特記仕様書「6.1.3 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定」による。

※ 表Aによる ・ （　　　　　　　　）

表A 測定時期 測定場所 測　定　点 備　考

処理作業前 ① 処理作業室外 ４方向各１点（敷地境界） （注）１

章
② 負圧・除じん装置の 出口吹き出し風速1m/sec （注）１

処理作業中 排出吹き出し口付近 以下の位置各２点

　③ 処理作業室外 ４方向各１点（敷地境界） （注）１

処理作業後（養生中） ④ 処理作業室内 （注）２ （注）３

（注）１ 速報値で10ｆ/ｌ以上検出された場合は、その原因を確認すること。

（注）２ 各施工箇所ごとの室面積が10㎡以下は1点、50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とする。

環
300㎡を超えるものは、300㎡ごとに1測定点を追加する。

（注）３ 粉じん測定は、粉じん飛散抑制剤を散布した翌日とし、速報値で10f/ｌ以下であることを確認した後、

シートの撤去を行うこと。

* 粉じん濃度測定結果報告書の提出部数 ※　２部 ・ （　　　　部）

境

 9.1.2 除去工事共通事項 * 石綿作業主任者は、法令に基づき、労働者の指揮、作業方法の指導等、必要な措置を行うこと。

特に、主たる工事がｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事の場合は、自社所属の石綿作業主任者を選任すること。

* 監督職員等の保護具、保護衣等は、受注者が無償で準備すること。

配

 9.1.3 アスベスト含有 * 処理を行う吹付けアスベストの仕様等

吹付け材の除去 材　　　料　　　名 厚さ（㎜） 含有率（%） 処理を行う範囲

※ 図示 ・

慮
※ 図示 ・

* 除去工法 ※ 9.1.3（b）(1)（ⅰ）～（ⅲ）による ・ （　　　　　　　　）

* 除去したｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材等の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化（　　　　　　　）

 9.1.4 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材 * 除去したｱｽﾍﾞｽﾄ含有吹付け材等の処分 ・ 9.1.3（ｃ）（4）（ⅰ）による ・ 9.1.3（ｃ）（4）（ⅱ）による

改
等の除去 * 除去したｱｽﾍﾞｽﾄ含保温材等の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化（　　　　　　　）

* 除去したｱｽﾍﾞｽﾄ含有保温材等の処分 ・ 9.1.3（ｃ）（4）（ⅰ）による ・ 9.1.3（ｃ）（4）（ⅱ）による

 9.1.5 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 * アスベスト含有保温材等及び成形板として処理するもの

修
の除去 品　　　名 部　　　　　位 品　　　名 部　　　　　位

※ 図示 ・ ※ 図示 ・

※ 図示 ・ ※ 図示 ・

* 除去したｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有せっこうﾎﾞｰﾄﾞを除く）の処分

工
・ 9.1.5（ｃ）（4）（ⅱ）①による ・ 9.1.5（ｃ）（4）（ⅱ）②による

2節 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水改修工事

 9.2.3 改修工法の種類・工程 * 工法の種類 ・P1BⅠ ・P2AⅠ ・P0DⅠ ・T1BⅠ ・M3DⅠ ・M4DⅠ

事

3節 外断熱改修工事

 9.3.2 材　　料 * 断熱材の種類及び厚さ 箇　　　所 断熱材の種類 厚　さ

* 外装材の種類  （　　　　　　　　） * 外装材の防火性能  （　　　　　　　　）

 9.3.3 既存外壁の処置 * 仕上材の撤去  （　　　　　　　　） * 下地面の清掃  （　　　　　　　　）

* 下地（断熱材設置部分）に欠損部がある場合の改修工法 （　　　　　　　　） （4.1.4）

 9.3.4 工　　法 * 通気層 ・ 無 ・ 有 （厚さ：　　　　　　　　　）

* 断熱材の施工 ※ 断熱材製造所の仕様による ・ （　　　　　　　　）

* 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 （　　　　　　　　　）

* 外装材の施工 （　　　　　　　　　）

4節 ガラス改修工事

 9.4.2 材　　料　　 * 複層ｶﾞﾗｽ 材料板ｶﾞﾗｽ 種類 （　　　　　　　　） 厚さの組合せ （　　　　　　　　）

複層ｶﾞﾗｽ 厚さ （　　　　　　　　） 複層ｶﾞﾗｽの断熱性、日射遮蔽性区分 ※U3-1 ・U3-2

5節 断熱・防露改修工事

 9.5.2 断熱材打込み工法 * 材料（JIS A 9521　建築用断熱材）

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材（ｽｷﾝ層なし） 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

* 材料（JIS A 9511　発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材）

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （  特号 ・１号 ・２号 ・３号 ・４号 ） 厚さ（　　　　）

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材（ｽｷﾝなし） （  １種 ・２種 ・３種 ）   （・ａ ・ｂ ） 厚さ（　　　　）

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材Ａ種 （  １種 ・２種 ）   （・１号 ・２号 ・３号 ・４号 ） 厚さ（　　　　）

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材（3種2号除く） （  １種 ・２種 ・３種 ）   （ ・１号 ・２号 ・３号 ） 厚さ（　　　　）

 9.5.3 断熱材現場発泡工法 * 種類（建築物断熱用吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ（難燃性）） ※A種１ ・A種2 ・A種3 ・B種1 ・B種2

* 吹付け厚さ ・ （　　　　　　）㎜

 9.5.4 断熱材後張り工法 * 材料（JIS A 9521　建築用断熱材）

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材 種類（　　　　　） 厚さ（　　　　　　）

No.7b
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なごやかハウス福原エレベーター改修工事 設計図



章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項 備　　考

* 材料（JIS A 9511　発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材）

９
・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （  特号 ・１号 ・２号 ・３号 ・４号 ） 厚さ（　　　　）

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材 （  １種 ・２種 ・３種 ）   （・ａ ・ｂ ） 厚さ（　　　　）

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材Ａ種 （  １種 ・２種 ）   （・１号 ・２号 ・３号 ・４号 ） 厚さ（　　　　）

章
・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材 （  １種 ・２種 ・３種 ）   （ ・１号 ・２号 ・３号 ） 厚さ（　　　　）

6節 屋上緑化改修工事

 9.6.2 材　　料 * 種類等 ・芝、地被類 （　　　　　　　　） ・見切り材 （　　　　　　　　） ・舗装材 （　　　　　　　　）

環
・排水孔 （　　　　　　　　） ・ﾏﾙﾁﾝｸﾞ材 （　　　　　　　　） ・その他 （　　　　　　　　）

 9.6.3 工　　法 * 建設省告示第1458号による風圧力に対応した固定工法 （　　　　　　　　　）

* かん水装置 設置 ・無 ・有 ・ 図示による 種類 （　　　　　　　　）

境
* 既存保護層等の撤去 ・ 行わない ・ 行う ・ 図示による

 9.6.4 新植芝及び地被類の枯保証 * 期間 ※ 引渡の日から1年 ・ （　　　　　　　　）

7節 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装改修工事

配
 9.7.2 既存舗装の撤去 * 既存舗装の撤去 ・ 行わない ・ 行う ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

及び再利用 既存舗装の再利用 ・ 行わない ・ 行う ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

慮
 9.7.3 路　　床

* 凍上抑制層 ・無 ・有　（材料　（　　　　　　　　　）　　厚さ　（　　　　　　　　　））

* 透水性舗装に用いるフィルター層 厚さ （　　　　　　　　　） 材料 （　　　　　　　　　）

改
* 路床安定処理 ・無 ・ 有（方法（　　　　　　　　　））

* 盛土材料 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種

* 砂の粒度試験 ・行わない ・ 行う

修
* 路床安定処理用材料 ・普通ポルトランドセメント ・高炉セメントＢ種 ・フライアッシュセメントＢ種

・生石灰特号 ・生石灰１号 ・消石灰特号 ・消石灰１号

* ジオテキスタイル ・無 ・有（品質　　　　　　　　　　））

工
* 発生土の処理 ※ 構外搬出 ・ （　　　　　　　　）

* 路床土のＣＢＲ試験 ・ 行わない ・ 行う

* 現場ＣＢＲ試験 ・ 行わない ・ 行う

事
* 路床締固め度試験 ・ 行わない ・ 行う

 9.7.4 路　　盤 * 厚さ （　　　　　　　　　） ※ 図示による

* 路盤材料 種別 ※ 再生材クラッシャラン ・砕石 ・クラッシャラン鉄鋼スラグ （　　　　　　　　　） 表9.7.4

品質等 （　　　　　　　　　）

 9.7.5 舗装の構成及び仕上り * 舗装厚さ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

 9.7.5 * 舗装の平たん性 ※ 著しい不陸がないもの ・（　　　　　　　　　）

 9.7.9 試験 * 透水性アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ・行わない

特定建設資材の再資源化等 * 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律{（平成12年法律第104号）以下「建設リサイクル法」という。｝に基

づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2、及び3の積算条件を設

定しているが、工事請負契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間

で確認されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対

象としない。ただし、現場条件の変更等、受注者の責によるものではない事項については、この限りでない。また、

受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第１項に基づく

報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。

（注）別表4については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお受注者の提示する施設

　　 と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

* 別表１　建築物に係る解体工事

工
程

ご
と

の
作

業
内

容
及

び
解

体
方

法

　　　　　　工　　　　　　程 作業内容 　　　分別・解体等の方法

　・　建築設備、内装材等 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

そ
　・　屋根ふき材 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　外装材、上部構造部材 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　基礎、基礎ぐい 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　その他 　・　有 　・　手作業

（　　　　　　　　　　　　　） 　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

* 別表２　建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

工
程

ご
と

の
作

業
内

容
及
び

解
体

方
法

　　　　　　工　　　　　　程 作業内容 　　　分別・解体等の方法

　・　造成等 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　基礎、基礎ぐい 　・　有 　・　手作業

の
　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　上部構造部分、外装 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　屋根 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　建築設備、内装等 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　その他 　・　有 　・　手作業

（　　　　　　　　　　　　　） 　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

*　別表３　建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（外構・工作物等）

工
程

ご
と

の
作

業
内

容
及

び
解

体
方
法

　　　　工　　　　　　程 作業内容 　　　分別・解体等の方法

　・　仮設 　・　有 　・　手作業

他
　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　土工 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　基礎 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　本体工事 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　本体付属品 　・　有 　・　手作業

　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

　・　その他 　・　有 　・　手作業

（　　　　　　　　　　　　　） 　・　無 　・　手作業と機械作業の併用

No.8a

平成27年7月1日改訂、平成28年7月1日改訂
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* 　別表４　再資源化等をする施設の名称及び所在地

　　　廃棄物の種類 　　施設の名称 所　     在　     地

　・　コンクリート

　・　鉄及びコンクリート

　　　から成る建設資材

　・　アスファルト

　　　コンクリート

　・　木材

化学物質を発散する建築 本工事に使用する資材は、次の建築材料等の適正な選択による対策を講じること。

そ
材料等の使用制限の原則 １）ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレン（以下「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等」という。）を発散する建築材料等の使用制限の原則

対策をとる建築材料等 使用制限の原則

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材単板 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等を発散しないか、発散が極めて少ない

積層材、MDF、パーティクルボード、その他木質建材 JAS又はJISの規格品とする。

② 家具、書架、実験台、その他の什器等 ①⑤⑦に掲げる建築材料等を使用している場合には、ﾎﾙﾑ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等を発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

③ ユリア樹脂板 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等を発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

④ 壁紙 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等を発散しないか、発散が極めて少ないJAS又は

⑤ 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び幅木等の 　JISの規格品とする。

施工時に使用する接着剤

⑥ 保温材、緩衝材、断熱材

⑦ 塗料

⑧ 仕上塗材

の
２）トルエン、キシレン及びエチルベンゼン（以下「トルエン等」という。）を含有する塗料及び接着剤の使用制限の原則

対策をとる建築材料等 使用制限の原則

① 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び幅木等の トルエン等の

施工時に使用する接着剤 含有量が少ないＪＡＳ又はＪＩＳの規格品とする。

② 塗料

３）クロルピリホス、ダイアジノン及びフェノブカルブ（以下「ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ等」という。）を含有する防腐・防蟻剤の使用制限

対策をとる建築材料等 使用制限

木材保存（木材の防腐・防蟻処理）剤 クロルピリホス等を含有しない、非有機リン系の薬剤とし、加圧式防腐・防蟻

処理等は工場で行い、十分乾燥した後に現場へ搬入する。

４）可塑剤を使用している建築材料等の使用制限の原則

対策をとる建築材料等 使用制限の原則

① 壁紙用接着剤 フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有

他 しない難揮発性の可塑剤を使用しているＪＡＳ又はＪＩＳの規格品とする。

② 木工用接着剤 フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有

しない難揮発性の可塑剤を使用しているものとする。

工事で使用する資材・機材

　本工事に使用する資材・機材は、平成25年版国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各標準仕様書、本特記仕様書、並びに

図面で指定された品質、性能を有するもののほか、以下のものとする。

1） (一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」により評価を受けた建築材料・設備機材等（以下「評価

名簿登載品」という）。ただし、評価書の「納入地区及びアフターサービス地区」に当該工事場所が含まれる場合に限る。

2） (一財)ベターリビングが認定した優良住宅部品（ＢＬ部品）。ただし、現場においてＢＬマーク表示が確認できるものに限る。

3） その他、各標準仕様書の仕様規定及び試験方法に適合することが証明書等で確認でき、監督職員の承諾を得られたもの。

（定期的なﾒﾝﾃﾅﾝｽが必要になる機材については、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ）の体制についても監督職員に承諾が得られること。）

　なお「評価名簿登載品」は、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」の評価書の写しを提出する

ことにより、その評価を受けたこと及びメンテナンスの体制があることについて証明することができる。

No.8b

設計番号

訂正

作成日付 工事名称

０ ２１ ３ ７４ ５ ６ １０８ ９

建築改修工事特記仕様書（８）

図面名称図面番号

０８

特  記 縮尺図面種別

Ａ ＮＳ

居住入所者及び施設運営は原則として年中無休である。(デイサービスのみ日曜休業)

・デイサービス部分の工事は、日曜日、平日17時以降が、主体となる。

・施設来訪者及び施設利用者の送迎時間については、工事資材の搬入出は原則として出来ない。　

・入浴・厨房等の使用停止期間は原則として出来ない。　但し、停止日及び時間的対応については別途調整事項とする。

・作業時間(準備及び片付時間を含む。)は、概ね午前８時30分頃から午後６時頃までとする。　但し、昼に１時間の休憩を設けること。

仮設計画図(案)をもとに、施設運営者と協議をおこない、工程計画を作成すること。

空調運転の停止可能期間は、原則として５月頃及び１１月頃の各約１か月間程度とすること。

設計図書に基づく工事計画・施工実施に向けて、事前に現況施設の状況(特に設備配管・配線等)を調査把握し、

この場合は、安全対応のため適切な誘導員を配置し、エレベータ内及び運搬経路に対し適切な養生対応を行うこと。

工事施工方法については、入所者・利用者に多大な影響を与えない施工計画及び慎重な施工を行うこと。

工事施工上関連の近隣関係者との調整・協議については、充分余裕をもって計画的な対応を行うこと。

・施工業者の現場事務所等についても同様とすること。

原則として、施設敷地内の駐車場利用は出来ないが、廃材置場で１台分は利用可能である。　工事車両は近隣の駐車可能場所にて対応すること。

工事に包含している外壁調査(クラック・浮き・割れ等）の実施報告に伴い、発注設計図書に明記された項目・施工数量に追加及び増減が発生する場合は、

・設計内容の疑義及び変更が生じる場合は、事前に施設担当者・工事監理担当者の両者に協議を行い承諾を得ること。

工事の進捗については、計画的な工事工程計画を作成し、調整打合せによる施設担当者・工事監理担当者・工事施工者の各者の

・事前に、施設担当者への協議を行い、充分な説明と共に、理解と承諾を得て工事を進めること。

外部足場の設置については、施設出入口の確保及び施設送迎車の出入り並びに現駐車台数の確保などについて十分に配慮した計画を行うこと。

工事に伴う関係機関等への必要な申請及び届出業務・検査対応については、受注者の負担にて対応実施すること。

工事上に発生する軽微な変更事項については、原則として受注者の負担にて施工すること。

・尚、その他の工事包含の調査・検討事項の項目についても同様とし、協議事項とする。

工事完成図書として、製本図面(変更箇所を修正後)を提出する。　原図版製本を３部、縮小版製本を３部とする。　

工事契約後に、早期の段階で発注図面の製本を作成し提出する。　原図版製本を２部、縮小版製本を４部とする。

工事のために施設の水道を使用する場合は、仮設で分岐及び子メーターの設置を行い、使用量に伴う使用料金を施設に支払うこと。

原則として、工事関係者の施設内トイレの利用は出来ない。　敷地内に仮設トイレを設置する場合は、水洗化対応すること。

工事写真(作業工程確認等の写真)とは別に、工事着手前及び工事完成状況が判別できる比較写真を作成し提出する。　

工事完了時の引渡し書類として、取扱い説明書・保証書・工事写真・試験説明書など以外に、各施工図(一式)についても

工事契約後に、設計内容確認及び設計変更並びに出来高確認に必要な「工事請負代金内訳書」を３部作成し提出する。　17)

18)

19)

13)

14)

15)

16)

10)

11)

12)

8)

9)

5)

6)

7)

2)

3)

4)

1)「施工及び入札条件について」

(原則)

施設担当者から事前に確認の上把握し、工事計画を図ること。

・資材の搬入出のため施設内エレベータを使用する場合は、利用可能な時間帯等を施設側と協議・確認する。　

施工上の問題点等について十分な検討を行い、事故防止及び工事支障の低減に配慮・対応し、工事進捗に努めること。

(工事提案事項に明記すると共に、工法に充分な配慮を計画した見積(入札)価格にて計上すること。)

内容把握・確認を定期的に実施をすること。

発注者と受注者との協議事項にて対応する。　これに伴い、設計変更による契約金額の増減変更を行う。

尚、JWCADデータを１部(ウイルスチエック後)を本部に提出すること。

(入札時の内訳書の表紙名の変更でOK。)

A4版書類にまとめて提出すること。　(提出書類は、提出書類リスト(一覧)と共にイージーキャビネット等の箱にまとめて提出すること。)

原則として、室別・階別・外観別程度とする。

M16028
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・照明器具設備工事

・電灯、コンセント設備工事

．

．

整理番号

No．

SHEET

SCALE

DATE

所長 検閲 製図

加 藤 建 築 事 務 所

一級建築士（第110159）加藤知徳

株式会社

一級建築士事務所（い261）

2H30

備

考

配 管 配 線

特記なき電線は６００Ｖビニール絶縁電線とする。

木造用仕切及び二重天井部分はＦケーブル配線とする。

コンセント回線は全て２．０㎜×２（１９）とする。

但し接地付回路は３線引きとし１線接地とする。

一般事項

　１．

　２．

　３．

　４． 電灯回路は分電盤より第一ＢＯＸまで２．０㎜×２Ｃとし以降１．６㎜とする。

入線には標準の色分け配線とする。

電線相互の接続は、圧着端子を使用する。

　５．

　６．

　７． 管の埋込み、又は貫通は監督員の指示に従い建造物の構造及び強度に支障の

無いように行う。

空配管にはビニール被覆鉄線（心線径１．６㎜）をいれる。

露出管路の塗装は指定ペンキ塗りとする。

天井位置ＢＯＸをコンクリート打込みとする場合はコンクリートＢＯＸを

使用すること。

　８．

　９．

１０．

１． 高 圧

２． 動 力 幹 線

３． 電 灯 幹 線

電 灯 回 路４．

電 力 引 込 工 事

１． 電圧、引込工事 ・低圧　　　　・高圧

・架空　　　　・地中　　　　・架空及び地中　

・電力会社より直接引込　　　・本工事にて構内引込建柱２． 引込柱

電力引込負担金３．

受 変 電 設 備 工 事

１． 構 造

２．

幹線、動力設備工事

配線方式１．

２． 電線ケーブル

３．

電灯、配電設備工事

分 電 盤

配 線 　 器 具

３．

２．

１．

４．

フロアコンセント５． ・砲金製　　・アルミ製

照 明 器 具 設 備 工 事

器具は設計図　記載の姿図に基き、承認を得た後、制作及び取り付け等を行うものとする。

ＦＬ－４０Ｗ以上は高力率型とし、点灯方式はラビットスタート方式とする。

ＦＬ－３０Ｗ以下は低力率型とし、点灯方式はグロースタート方式とする。

・電源内蔵　　・電源別途

・省電力型，高出力型　　・ＬＥＤランプ

非常照明

３．

２．

１．

．

．

．

．

２

４

６

．３

５

工 事 概 要

工 事 名 称

工 事 場 所

建 物 概 要

キ ュ ー ビ ク ル

発 電 機

電 線 管

電 線 一 般

高 圧 ケ ー ブ ル

松下　東芝　東拓　未来　

照 明 器 具

警 報 装 置

放 送 機 器

イ ン タ ー ホ ン

テ レ ビ 共 聴 機 器 愛知電子　マスプロ　

八木　ＤＸ　サン電子

自 動 火 災 報 知 器

避 雷 針

ダ ク ト 類

電 話 機

盤 類

電 灯 分 電 盤

開 閉 器

東芝　松下　三菱

屋 外 設 備

メーカーリスト

変 圧 器

設 備 名 称 メ ー カ ー 名 設 備 名 称 メ ー カ ー 名

配 線 器 具

住友　三菱　カワイ

住友　三菱　カワイ

配 管 路

端 子 盤 端子取付け用木板は１８㎜以上とする

接 地 接地は交換機用及び保安器用の一切を施行するものとする。

フロアプレート

放 送 設 備 工 事

各系統の放送機器の構成。

図示なくても増幅機その他機器に接地工事を行う。

本 　 体 ・一般用　　・非常放送

付 属 品

インターホン設備工事

ナースコール設備　一式

テレビ共聴設備工事

各端子ＴＶセットにおける電界強度は７０ｄｂ以上とする。

アンテナ予定置ならびに近隣の電界強度を測定し、データを提出する。

又　系統におけるレベルダイヤフラムを提出する。

ア ン テ ナ

１．

２．

３．

４．

１．

２．

３．

４．

１．

２．

１．

２．

３．

４．

Ｉ Ｔ Ｖ 設 備 工 事

自動火災報知設備工事

消防法、同施行例、同施行基準ならびに火災予防条例にしたがい施行するものとする。

防犯、業務その他管理運用のために設置するＩＴＶ設備とし、テレビカメラ、制御機、

受像機の取付け及び配管配線を施工する。

１． 自動火災報知設備

避 雷 針 設 備 工 事

１． ・接地方式　　・接地極埋設　　・建築構造体利用

屋 外 電 気 設 備 工 事

外 灯１． ・屋外幹線　　　・屋外弱電

ＪＩＳＡー４２１０による。その他は下記による。

接地銅板のみにて規定の抵抗値が得られない場合は補助接地を行い規定の抵抗値を

得るように施行する。

３． ハンドホール

管２．

有 線 放 送 設 備 工 事

１２ ．

．１４

．１０

．９

．

．

．

．

１５

１３

１１

・砲金製　　・アルミ製

ＣＡＴＶ加入金及び引込工事費は別途工事とする。

電 話 配 管 設 備 工 事７ ．

○印は本工事に適用するものとする。

・インターホン設備工事・電力引込設備工事

・テレビ共聴設備工事・受変電設備工事

・放送設備工事

・有線放送設備工事

・自動火災報知設備工事

・避雷針設備工事

・屋外電気設備工事

・自動閉鎖設備工事

・電話配管設備工事

・幹線、動力設備工事

工 事 項 目

・電話交換設備工事

・電気時計設備工事

・非常通報設備工事

・水道集中検針設備工事

・表示器設備工事

工 事 範 囲

電気引込工事負担金　１．

　２．

テレビ受信障害補償金　３．

受電後、引渡し迄の基本料金　４．

受電後、引渡し迄の使用電力料金　５．

電動機とその据付工事　６．

温、湿度調整関係の自動制御配線　７．

　８． 電極棒、フロートスイッチとその取付け工事

衛 生電 気建 築

　９． エレベター用電源開閉器及び負荷側の一切の工事

１０． エレベターの非常用インターホンの配線工事

１１．

１２．

１３．

１４．

１５．

１６．

１７．

電話配線

空 調 別 途

天井埋込換気扇とその取付工事

天井埋込壁照明器具の穴明け補強工事

点検口

工事に必要なＢ、Ｃ、ＳＲＣ梁スリープ及び補強

設備機器電源端子接続迄

自立型アンテナの基礎

共 通 事 項

施 工 基 準

本工事は下記事項を別図のように施工するもので、設計図及び仕様書に記載なき事項は

「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版

及び電気設備標準図、電気設備技術基準、電力会社内線規定、消防法等に準ずる。　　　　　

本工事設計図に明記がなくても、外観、構造及び技術上、当然必要と認められる工事は

請負金額の範囲内に於いて監督員の指示にしたがって施工すること。

現 場 代 理 人

申 請 手 続

工 事 変 更

本工事期間中は必ず専門技術者を現場代理人として工事監督の任に当たること。

本工事期間中の各種書類、工事工程表、写真、竣工図及び写真、各種試験成績表機器

取扱説明書等、監督員の指示により提出のこと。

提 出 書 類

工事契約前に質疑応答書を以て確認すること。図面と仕様書が相違する場合、明記のない

場合、または疑義が生じた場合は監督員の指示により施工のこと。

諸官庁及び電力会社等への申請手続きは全て請負者が代行し、その費用は全額請負者の

負担とする。　

換 気 扇

電 熱 器

壁 付 コ ン セ ン ト

リ モ コ ン ス イ ッ チ

タ ン ブ ラ ス イ ッ チ

避 難 誘 導 灯

階 段 通 路 誘 導 灯

白 熱 灯 　 壁 付

蛍光灯、コードペンダント

立 上 が り 　 立 下 げ

配 線 （ 天 井 隠 閉 ）

配 線 （ 床 　 隠 閉 ）

配 線 （ 露 　 　 出 ）

配 線 （ 地 中 埋 設 ）

空 配 管

接 地 極

ボ ッ ク ス

受 電 点 、 引 込 口

蛍 光 灯 、 天 井 灯

ハ ン ド ホ ー ル

マ ン ホ ー ル

ガ ス 漏 れ 検 知 器

チ ャ イ ム

テ レ ビ ア ン テ ナ

インターホン（子機）

インターホン（親機）

ボ タ ン 電 話 主 装 置

内 線 電 話 器

フ ロ ア ダ ク ト

ジョイントボックス

バ ス ダ ク ト 本 体

避 雷 針

警 報 盤

分 電 盤

配 線 用 遮 断 器

漏 電 警 報 器

電 力 量 計

開 閉 器 函

凡 例

Ｈ

Ｓ

Ｔ

ｔ

ｔ

ＷＨ

Ｂ

Ｇ

名 称 記 号 名 称 記 号

Ｒ

電 動 機 Ｍス イ ッ チ 、 開 閉 器

各系統の放送機器の構成。

図示なくても増幅機その他機器に接地工事を行う。

本 体

付 属 品

配 管 路

別途工事

別途工事

５．

３．

２．

４．

１．

・ＩＴＶ設備工事

・バスダクト　　・金属ダクト　　・ケーブル

・金属管　　　　・塩化ビニール管　・ＦＥＰ管

・金属管　　　・硬質ビニール管　　・フロアダクト

・ケーブル　　・金属線び　　　　　・ＣＤ管　　　・ＰＦ管

電 線 ケ ー ブ ル

配 電 方 式

５． 配　　　　　　線

・トラフ　　　　　　　　　　　・ヒュウーム管

・可とう性樹脂管　　　　　　　・塩化ビニール管

・ポリエチレンライニング鋼管　・ＦＥＰ管

注）他メーカー使用の時は同等品以上とする

Ｉ Ｔ Ｖ

コンクリート基礎は建築工事とする

・屋内開放型　　・屋内キュービクル型

・屋外閉鎖型　　・屋外キュービクル型

・ＩＶ　　・ＶＶＦ　　・ＣＶ　　・ＣＶＴ　　・ＣＶＶ－Ｓ

・入線本工事

・一式共

・現場打設　　　・市販品　　　・耐重防水蓋

・水抜き付

８

動力盤以降２次側工事は全て本工事とする。

ＴＯＡ　松下　東芝　

電 力 方 式１

・金属製　　　・樹脂製　　　　　

５． Ｂ Ｓア ンテナ

３φ３Ｗ　　　　６．６ＫＶ

３φ３Ｗ　　　　２１０Ｖ

１φ３Ｗ　　　　２１０／１０５Ｖ　

１φ２Ｗ　　　　・２００Ｖ　　・１００Ｖ

・金属管　・フロアダクト（　　）ＷＡＹ　・合成樹脂可とう管

・ＣＤ管　・ＰＦ管　・ケーブルラック

接 続 方 式 ・親子式　　・相互式　　・複合式　　・交換器方式

・自立型　　・側壁取付け型　　・その他　　・自立金物共

・自立型　　・側壁取付け型　　・その他　　・自立金物共

・金属管　・ＣＤ管　・ＰＦ管　・ＦＥＤ筐　・ケーブルラック

ヤンマー　日本車両　東芝

新愛知　日東　松下　中立

東芝　松下　神保

松下　ヤマギワ

小泉　東芝

アイホン　松下

能美　ホーチキ　

ニッタン　松下

電 気 設 備 特 記 仕 様 書

松下　日東　中立　内外

松下　日東　中立

松下　日東　中立　三菱

・本工事　　　・別途

換気扇の取付及びダクト布設工事

電波障害用調査費１８．

１９．

電波障害対策

Ｇ

ＴＯＡ　松下　東芝　

ＴＯＡ　松下

　　　　　　　　建築基準法　　　　●耐火　　○準耐火　○指定なし

構造　　　　　　●ＲＣ　○ＳＲＣ　○Ｓ　○木造

法規制　　　　　消防法施行令　　　６項（ロ）

特別養護老人ホーム

　　　　　　　　無窓階　（○有　●無）　　　　無窓居室（○有　●無）

太 陽 光 発 電 設 備 ソーラーフロンティア

ノーリツ　ヤンマー

受電の申請は、受電２ヶ月前迄に行うこと。注

疑 義

自 動 閉 鎖 設 備

消防法、同施行例、同施行基準ならびに火災予防条例にしたがい施行

するものとする。

１．

電 話 交 換 機 設 備

．

．

１６

１７

２．

１． 電話交換機本体は本工事。

電話機本体は本工事。

自動火災報知設備（防火ドア等）

ト イ レ 呼 出 設 備

配 管 路 ・金属管　・ＣＤ管　・ＰＦ管　・ＦＥＤ筐　・ケーブルラック３．

１． トレイ呼出設備　一式

太 陽 光 発 電 設 備．１８

１． 太陽光発電設備はシステム図による。

太陽光発電設備の売電方式については、中部電力㈱小牧営業所にて事前相談を行うこと。注

他メーカー使用の場合は、発電容量性能を同等又は同等品以上とすること。注

・太陽光発電設備工事

・トイレ呼出設備工事

ト イ レ 呼 出 アイホン　ケアコム

N/S

E-01

電気設備　特記仕様書

○

沖電気　日立　富士通

日立

なごやかハウス福原エレベーター改修工事　　　設計図

１９

・ＩＶ　　　　・ＶＶＦ　　　　　　・ＣＶ

・モダンプレート　　・フラッシュプレート　・新金属

○ ○

○ ○

○

なごやかハウス福原エレベーター改修工事

愛知県名古屋市昭和区福原１丁目４０番地

階数　　　　　　地下　１階　・地上　３階

敷地面積　　　３，０８８．７１　ｍ２　

延床面積　　　４，２３６．４７　ｍ２



昇降機仕様等 
１．設計図に記載の仕様・寸法 
現地階高は、構造物勾配及び水勾配のため、設計寸法と差異が生ずることがあるので、
実測すること。 

２．耐震装置 
耐震装置については、一般財団法人日本建築設備・昇降機センター、一般社団法人日本
エレベーター協会編集「昇降機技術基準の解説（2016 年度版）」による。なお、耐震ク
ラスは新耐震 A14クラスを適用する。 

３．付加仕様 
(1)   かご内専用操作盤（開扉時間は 10 秒 15 秒とし、再動作でも同時間開扉すること） 
(2)  かご操作盤（開扉時間はかご内専用操作盤による開扉時間と同様とする） 
(3)  視覚障害者用装置 
① 点字銘板（点字の形状は高さ 0.5mm程度の半球形とする） 
②オートアナウンス（自動放送装置）※かごボタン押し忘れアナウンス付き 

(4)  非常放送用スピーカー（L級で 92db 以上の音圧を発するもの） 
(5)  多光軸式ドアセンサー（センサー感知による開扉時間は、かご内専用操作盤での開扉  
時間と同様とする） 

(6)  着床電子チャイム 
(7)  かご内カラーITVカメラ（モニターは事務室） 
(8)  発音式かごボタン（乗場呼びボタン、かご内行先ボタン）（※1） 
(9)  積算時間計・度数計（リセットなし） 
(10) 照明用トランス 
(11) 照光式インターホンボタン（誤操作防止ガード（4辺）付き、カバーなし、呼出中
は点灯、通話中は消灯（※2） 

(12) インターホン通話中（係員対応中）表示灯（※2） 
(13) 浮き出し（凸文字）ボタン（周囲との明度差が大きく視認性に優れたものとする） 
(14) 満員表示（表示灯（点滅式）又は液晶画面に表示） 
(15) セーフティシュー（中開き扉の場合は両側、扉全開時には扉の端部から突出しない
こと） 

(16) オートラン（オートアナウンス併用）※2階床の場合のみ 
(17) 遠隔点検を実施できること。（遠隔点検に必要な装置類は受注者側で設置する） 
(18) かご内に、（一般社団法人）建築性能基準推進協会のエレベーター安全装置設置済
マークを表示する。 

(19) 異常時自動通報装置及び非常時自動通話システム（電話回線含む） 
(20) 閉じ込め時リスタート運転装置 
(21) エレベーター監視盤（停電補償機能付き） 



(22) 地震時管制運転装置（S波、P波センサー付き）※設定値：P波 2.5 10Gal、S 波
60 150Gal 

(23) 火災時管制運転装置（防災設備との連動動作） 
(24) 停電時救出運転装置（バッテリーは 閉後 60秒以上有効。パーキングスイッチを
ON（休止）にした場合は動作しない。 

(25) ピット冠水時管制運転装置 
(26) 平成 31 年版公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）かご室乗場ボタンの付加
仕様は、かご内鏡側を除きすべて適用する。 

(27) 平成 31 年版公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）操作卓及び塗装は適用し
ない。 
※1 ボタンはフェースプレートより 1mm 以上突出しており、サイズは設置できる限り
最大のものとする。 
※2 インターホンボタンを点滅させて、通話中は点滅する旨の案内板を設置しても可。 
※3難燃性塩化ビニル板等で表面全体をカバーし、ポスターを受枠上部などから差し込
む構造とすること。 

４．異常時自動通報装置及び非常時自動通話システム 
システムフローチャートによる。 
異常時自動通報装置については、パーキングスイッチをON（休止）にすることによっ
て、夜間の作業停電等で警報が出ないようにする。また、瞬時停電で警報が出ないよう
にする。 

５．乗場インジケーター、かご内専用操作盤、かご操作盤 
(1) 表示灯は使用者の誤押し操作により、操作盤内に落ち込まないように構造とし、表
示文字は消えにくいものとする。 
(2)ステンレス支持金物で堅固に取り付ける。（悪戯による浮き上がり防止） 
(3)銘板類は接着＋ビス固定とし、点字銘板については点字とビスを誤認しないよう固
定位置に配慮する（点字とビスは 10mm程度離す） 
(4)点字の表示内容については、日本産業規格 JIS T0921 に基づき名古屋盲人情報セン
ターの監修を受け、それを証明する書類を提出すること。なお、それにより難い場合に
おいては監督員の承諾を得て、他の機関による監修をうけることができる。費用につい
ては、受注者の負担とする。 

6. 仕上げ 
下記による    かご仕様 

壁 化粧鋼板（メーカー標準） 
扉 化粧鋼板（メーカー標準） 

出入口柱 ステンレス板 ヘアライン仕上 
巾木・目地 ステンレス板 ヘアライン仕上 



天井 メーカー標準（LED灯照明器具） 
床 鋼板（メーカー標準） 
床 重歩行用ビニルシート：（参考）ロンシール工業ロンリウムプレーン（2mm厚） 

敷居 硬質アルミ(既設使用) 
かご操作盤 ステンレス ヘアライン仕上 

かご内専用操作盤 ステンレス ヘアライン仕上（左右両面）※国際身障者シンボルマーク付 
幕板インジケータ ステンレス ヘアライン仕上 
リターンパネル ステンレス ヘアライン仕上 
かご内手すり ステンレスパイプ パフ仕上（左右両面と背面） 
かご内鏡 ステンレス鏡 フルハイライトミラー(メーカー標準) 

キックプレート ステンレス ヘアライン仕上(H=350) 

出入口乗場仕様 
三方枠 ステンレス ヘアライン仕上 ※エレベーター番号を表示(既設使用) 

扉 ステンレス ヘアラインエッチング仕上 
敷居 硬質アルミ(既設使用) 

乗場インジケータ ステンレス ヘアライン仕上 ※パーキングスイッチ付き 
帯板 ステンレス ヘアライン仕上  

１）ステンレスは、すべて SUS304 とする。 
２）エッチングの模様及び化粧鋼板の塗装色については監督員指示による。 
３）鋼板の板厚はメーカー標準とするが、かご内専用操作盤などの開口部周囲に補強材を
入れるなどして、凹みに対する強度を確保すること。 

７．エレベーター制御盤 
エレベーター制御盤は、地震時に転倒又は移動することを防止するため、強固に固定する
こと。 
主回路に漏電遮断器（高周波対応形）備えたものにする。 

８．エレベーター監視盤 
エレベーター監視盤を事務室に設置し、以下の項目を表示、設置すること。 
運転故障地震管制停電管制火災管制冠水管制管制完了 
上記項目のうち、管制完了時・故障時にブザーが鳴るものとする。 

９．休止階 
乗場インジケータのパーキングスイッチで停止操作した時には、かごはパーキングス
イッチのある階で停止させる。 

１０． 待機中 
(1)かごに基準階停止設定を除き、最後に停止した階で待機する。ただし、かご内照明
は待機中でも常時点灯させる。 



(2)ITVカメラはかごが待機中でも稼働させる。 
１１． 管制運転 
管制運転終了後にはかご内は消灯し、かご内の 開ボタンのみを点灯または点滅させ
る。停電時救出運転の場合、かご内の 開ボタンの点灯 は点滅時間は 閉後 60秒以
上とする。 

１２． 昇降路内点検口 
点検口扉（別途工事で設置分も含む）には、エレベーターの停止スイッチを設けて、点
検口扉を開けると運転停止し、閉じれば通常運転を開始できること。 

１３． ロープ 
かごのメインロープは、調整しろを十分に取る。 

１４． ピット内排水 
昇降路内に漏水がある場合や雨水の浸入が想定される場合はピット内の排水機能を確
保する。 

１５． アスベスト処理（更新工事の場合） 
既設エレベーターの一部の部品には非飛散性アスベストが含まれている場合があるた
め、関係法令に基づき適切に処理すること。 

１６． 施工区分 
項目 施工区分 備考 
三方枠 既設再使用 原則再利用 
三方枠周り隙間塞ぎ（不燃材） 不要 ロックウール・モルタル等 
せき板 設置しない  
楊重ビーム・吊フック 本工事  
レールブラケット取付用ファスナー 本工事  
フェッシャープレート 本工事  
乗場敷居受付 本工事  
乗場敷居受材用 RC増打又は鋼材設置 本工事  
乗場インジケータ用開口(RCの場合) 既設再使用  
天井点検口 別途工事 
設計図面以外の追加鋼材 本工事  
ピット床・壁仕上げ 本工事  
ピット内排水側溝 既設再使用  
ピット排水用釜場 設置しない  
エレベーター監視盤 本工事 電源 1Φ2w100v0.5kvA 程度 
ITVカメラ 本工事 電源はエレベーター動力電源を降圧

して確保 

非常放送用スピーカー 本工事  



ITV中継箱 付帯工事  
非常放送中継箱 既設再使用  
煙感知器(自動火災報知器用) 既設再使用  
昇降路内点検口(自動火災報知器用) 既設再使用  
昇降路内点検口用リミットスイッチ 本工事  
煙感知器(遮煙ドア火災信号用) 本工事  
連動制御盤(遮煙ドア火災信号用) 既設再使用  
ピット内コンセント 既設再使用 電源 1Φ2w100v0.5kvA 程度 
EV 開閉器箱(漏電遮断器) 付帯工事 別紙図面(2 回路、1回路) 
電線、電管   

１７.油送管撤去後、穴スリーブは、すべての配管配線終了後にすきま穴をモルタル等で埋
めること。 

１８. EVに関する自火報・放送の配線等既設を再使用する。 
１９．１号機、２号機、３号機のエレベーターは、受電設備と EV制御盤の間に EV開閉器
箱を機械室内に設置する。 

２０．非常用発電時管制運転(自家発時管制運転)は、今回含まない。 
２１．No.1,2EV かご内と各階 EV ホールにカメラを設置する。事務室内にモニターと映像
機器を設置する。あわせて EVインターホンも移設する。 

２２．その他 
（１）付属品 運転・停止キー ３個/台、乗場ドア解除キー １個/台、その他必要数 
２３．接地ボンディング処理を施すこと。 

工事期間： 契約締結日 から 令和 ４年(2022 年) ３月 ３１日まで 



EV異常時自動通報装置及び非常時自動通報システムフローチャート

非常呼出し時

YES

YES YES

NO

NO YES

YES

異常時

異常信号自動発報

保守管理会社受信

保守管理会社とかご内と直接通話(事務室にて応答すれば三者同時通話可能)

異常

人が乗っている

かご内インターホン呼出し

以下、上記非常呼出時同様

エレベーター監視盤故障表示

かご内インターホン呼出し

事務室インターホン鳴動

事務室にて応答したか

30秒を経過したか

保守会社インターホン呼出し
(自動通報)

事務室とかご内通話



標準型エレベーター 寝台用 （車いす仕様）
型式 UAB-750-2S45(参考日立)
定員 積載重量750kg
定格速度 45m/min
停止か所

仕様
【管制運転】
地震時管制運転（主要動、初期微動感知器はNo.2号機に設置）
停電時自動着床装置
【流用品】

【かご】
天井 DX-11
側板 化粧鋼板

ステンレスヘアライン
主操作盤カバー ステンレスヘアライン
鏡 フルハイライトミラー
手摺り ステンレスヘアライン(フラット、3方向)
荷摺り ステンレスヘアライン（240ｍｍ）
車イス用操作カバー ステンレスヘアライン
暗号呼び かご内「3」行先階呼び一時登録
非常ボタンカバー 乱用防止カバー
シル間ギャップ 30mm→10mm
BGMスピーカー かご上設置(操作盤内にボリューム調整つまみ設置)
音声案内装置
ケアフルドア
ドアシグナル付マルチビームドアセンサー

【乗場】
ステンレス鏡面エッチング仕上1-3階

3階乗場ボタン 復帰型キースイッチ操作により乗場釦登録/点灯
2階乗場ボタン 復帰型キースイッチ相さにより上釦または下釦登録・点灯

※将来用に設置。運転盤内切替スイッチにて正常登録可

既設エレベーター1台撤去工事（機械室機器撤去）



・流用品：各階三方枠、敷居、インジケーターボックス
・撤去品はスクラップとします。

特殊工事
・据付工事
・ピット内機器はつり出し及び補修

・隣接する昇降路中間部の間仕切り安全対策



標準型エレベーター 寝台用（車いす仕様）
型式 UAB-750-2S45(参考日立)
定員 積載重量750kg
定格速度 45m/min
停止か所

仕様
【管制運転】
地震時管制運転（主要動、初期微動感知器含む）No.2号機側に設置(No.1・2共通)
停電時自動着床装置
【流用品】

【かご】
天井 DX-11
側板 化粧鋼板

ステンレスヘアライン
主操作盤カバー ステンレスヘアライン
鏡 フルハイライトミラー
手摺り ステンレスヘアライン(フラット、3方向)
荷摺り ステンレスヘアライン（240ｍｍ）
車イス用操作カバー ステンレスヘアライン
暗号呼び かご内「3」行先階呼び一時登録
非常ボタンカバー 乱用防止カバー
シル間ギャップ 30mm→10mm
BGMスピーカー かご上設置(操作盤内にボリューム調整つまみ設置)
音声案内装置
ケアフルドア
ドアシグナル付マルチビームドアセンサー

【乗場】
ステンレス鏡面エッチング仕上1-3階

3階乗場ボタン 復帰型キースイッチ操作により乗場釦登録/点灯
2階乗場ボタン 復帰型キースイッチ相さにより上釦または下釦登録・点灯

※将来用に設置。運転盤内切替スイッチにて正常登録可

既設エレベーター1台撤去工事（機械室機器撤去）



・流用品：各階三方枠、敷居、インジケーターボックス
・撤去品はスクラップとします。

特殊工事
・据付工事
・ピット内機器はつり出し及び補修

・隣接する昇降路中間部の間仕切り安全対策

EV用区分開閉器をEV機械室内に設置する。
1号機、2号機用漏電遮断器を1箱内に収める
電気室キュービクルとEV制御盤との間に漏電遮断器を入れる
仕様 ３Φ200V 125AF  50AT  感度電流100mA とする。



標準型エレベーター 寝台用 （車いす仕様）
型式 OUF-600-2S45(参考日立)
定員 積載重量600kg
定格速度 45m/min
停止か所 3か所(正面：1,2階、背面：3階)かご出入口2方向

仕様
【管制運転】
地震時管制運転（主要動、初期微動）
停電時自動着床装置
【流用品】

【かご】
天井 ステンレスヘアライン
側板 ステンレスヘアライン

ステンレスヘアライン
主操作盤カバー ステンレスヘアライン(デジタル階床表示)
荷摺り ステンレスヘアライン（腰高荷摺り）
シル間ギャップ 30mm→10mm
【乗場】

1階乗場表示器 防滴型乗場表示器(デジタル)
2・3階乗場表示器 デジタル、カバーステンレスヘアライン

既設エレベーター1台撤去工事（機械室機器撤去）
・流用品：各階三方枠、敷居、インジケーターボックス
・撤去品はスクラップとします。

特殊工事
・据付工事
・ピット内機器はつり出し及び補修

・各階出入口の安全間仕切り



小荷物昇降機（フロアータイプ）
型式 DF-300S-B20(参考日立)
定員 300kg
定格速度 20m/min
停止か所

仕様
【流用品】

敷居(ステンレスヘアライン仕上)B1,1-3階



防犯カメラ設置工事  カメラ設置5か所
設置場所
カメラ：No.1,2号機EVかご内、1階玄関、2,3階EVホール
記録装置・モニター：1階事務室内

防犯カメラ
ドーム型ネットワークカメラ     BCI-DV001             3台
ELV用ネットワークカメラ          HB-E110                   2台
ネットワークビデオレコーダー BCN-7616NI(16ch)  1台
USBメモリー8GB                          GH-UF3LA8G-WH   1台
POE対応HUB（16ポート)            BCH-0318P               1台
FHD対応21型液晶モニタ        LCD-MF211ESB
同軸LANコンバーター               eco-powor130T/R
故障警報装置                           HRA-07
HDMIケーブル                           KM-HD20-20DBK

参考：日立

防犯カメラ設備系統図

No.1 コンバータ
警報装置

No.2 コンバータ
HUB

1階ホール
レコーダ

2階ホール
モニタ

3階ホール

配線は、同軸ケーブルまたは、LANケーブル


